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一
　
序

二
　
抗
精
神
病
薬

　
㈠
　
向
精
神
薬

　
㈡
　
抗
精
神
病
薬

　
㈢
　
抗
精
神
病
薬
に
よ
る
副
作
用

三
　W

ashington v. H
arper

事
件
判
決
（
一
九
九
〇
年
）

　
㈠
　
事
実
概
要
と
法
廷
意
見 

　
㈡
　Stevens

反
対
意
見

　
㈢
　
小
　
活

四
　H

arper

判
決
以
後
の
最
高
裁
判
決
の
流
れ

　
㈠
　Riggins v. N

evada

事
件
判
決
（
一
九
九
二
年
）

　
㈡
　Sell v. U

nited States

事
件
判
決
（
二
〇
〇
三
年
）

　
㈢
　
小
　
活

―
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
連
邦
最
高
裁

―

五
　
考
　
察

　
㈠
　「
心
」
と
「
身
体
」、
そ
し
て
「
脳
」

　
㈡
　「
認
知
過
程
の
自
由
」
が
も
つ
可
能
性

六
　
結
　
語

 

小

久

保

智

淳

W
ashington v. H

arper

事
件
判
決
再
訪

―
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
の
合
憲
性

―
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一
　
序

　
本
稿
は
、「
抗
精
神
病
薬
」
を
州
政
府
が
強
制
的
に
投
与
す
る
こ
と
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
米
国
の
連
邦
最
高
裁
が
初
め
て
判
断
を
下

し
た
一
九
九
〇
年
のW

ashington v. H
arper

事
件
判
決
を
再
訪
す
る
。
そ
こ
で
は
、
抗
精
神
病
薬
、
す
な
わ
ち
、
化
学
的
に
「
脳
」
と

い
う
臓
器
に
介
入
す
る
薬
剤
を
、
州
政
府
が
受
刑
者
に
対
し
て
強
制
投
与
す
る
こ
と
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
。H

arper

判
決
は
、
確
か

に
憲
法
の
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
も
と
で
保
障
さ
れ
る
受
刑
者
の
権
利
に
つ
い
て
の
解
説

で
若
干
言
及
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い（
₁
）る。
ま
た
、
さ
ら
に
言
え
ば
神
経
法
学
（neuro

（
₂
）

law

）
の
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
に
は
そ
も
そ
も
掲
載
が
な

い（
₃
）。
こ
の
よ
う
に
、H

arper

判
決
は
お
よ
そ
存
在
感
が
あ
る
と
は
言
え
ず
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
〝
地
味
〟
な
判
決
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
〝
地
味
〟
な
判
決
の
中
に
は
、
約
三
十
年
の
時
を
㴑
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
再
訪
す
る
に
足
る
重
大
な
問
題

提
起
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　
近
年
の
神
経
科
学
（neuroscience

）
の
発
展
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
脳
操
作
（brain m

anipulation

）」
が
社
会
実
装
さ
れ
よ
う
と
し
て

い（
₄
）る。
脳
操
作
を
可
能
に
す
る
技
術
に
は
外
科
的
手
術
や
投
薬
、
電
気
刺
激
、
磁
気
刺
激
を
用
い
る
手
法
、
超
音
波
を
利
用
す
る
手
法
等

が
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
、
特
に
電
磁
気
的
手
法
は
注
目
を
集
め
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
ロ
モ
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（neurom

odulation

）
と
総

称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
然
、
そ
れ
が
人
間
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
も
議
論
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ（
₅
）る。
し
か
し
、
脳
操
作

の
実
用
化
、
実
装
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
常
に
臨
床
医
学
の
領
域
が
先
行
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
薬
剤
投
与
に
よ
る
脳
操
作

は
、
言
う
な
れ
ば
古
典
的
で
あ
り
、
か
つ
、〝
普
及
〟
し
て
い
る
手
法
と
言
え（
₆
）る。
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
実
装
さ
れ
、
一
定
の
地
位
を

確
立
し
て
き
た
脳
操
作
の
一
手
法
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
、
現
在
進
行
形
の
技
術
で
あ
る
電
磁
気
的
手
法
に
よ
る
脳
操
作
に
向
き
合
う

際
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
は
、
そ
れ
が
刑
事
施
設
に
お
け
る
強
制
投
与
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、
患
者
の
意
思
に
反
し
て
実
施
さ
れ
る
形
態
の
脳
操
作
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
薬
剤
投
与
は
、
脳
操
作
の
諸
形
態

の
中
で
も
「
介
入
（intervention

）」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き（
₇
）る。
意
思
に
反
す
る
強
制
的
契
機
を
も
つ

医
学
的
措
置
は
最
も
慎
重
な
法
的
検
討
を
要
す
る
問
題
と
言
え
よ（
₈
）う。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
に
対
す
る
神
経
法
学
の

注
目
度
は
決
し
て
高
く
な
い
。
こ
の
点
、
本
判
決
が
在
監
関
係
と
い
う
文
脈
で
発
生
し
た
こ
と
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
薬
物
の
強
制
投
与
が
脳
操
作
の
中
で
も
「
介
入
」
に
該
当
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

そ
の
介
入
主
体
が
国
家
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
政
府
権
力
に
よ
る
内
心
に
対
す
る
干
渉
が
事
実
上
不
可
能
と

す
る
前（
₉
）提は
、
抗
精
神
病
薬
の
登
場
し
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
も
は
や
崩
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
国
家
に
よ
る
介
入
を
扱
っ
た
こ
の
判
決
か
ら
は
、
今
後
進
捗
が
見
込
ま
れ
る
脳
操
作
技
術
の
実
装
を
考
え
る
際
に
重
要
な
示
唆
を
汲

み
取
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
神
経
法
学
と
し
て
はH

arper

判
決
に
し
っ
か
り
と
注
目
し
直
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
は
ず
のH

arper

判
決
が
、
な
ぜ
注
目
さ
れ
ず
に
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
、H

arper

判
決
の
内
部
で
も
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
に
対
す
る
姿
勢
に
温
度
差
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
的

冷
淡
と
も
言
え
るKennedy

判
事
の
筆
に
な
る
法
廷
意
見
と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
非
常
に
警
戒
的
な
姿
勢
を
と
るStevens

判
事
の

筆
に
な
る
反
対
意
見
の
間
に
存
在
す
る
差
異
が
、
上
記
の
疑
問
に
迫
る
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
差
異
は
神
経
法
学
に
と
っ
て

も
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
提
起
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
神
経
法
学
に
お
い
て
、
そ
の
差
異
に
照
準
し
た
分

析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
本
稿
はW

ashington v. H
arper

事
件
判
決
を
お
よ
そ
三
十

年
の
時
を
経
て
再
訪
し
、
上
述
し
た
疑
問
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
過
程
で
は
、H

arper

判
決
後
に
下
さ
れ
た
、Riggins v. 

N
evada

事
件
判
決
（
一
九
九
二
年
）、Sell v. U

nited States

事
件
判
決
（
二
〇
〇
三
年
）
の
二
つ
の
連
邦
最
高
裁
判
例
も
簡
単
に
紹
介
し
、
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続
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二
　
抗
精
神
病
薬

　
判
例
を
紹
介
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
抗
精
神
病
薬
と
は
い
か
な
る
薬
剤
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
を
、
副
作
用
も
含
め
て
確
認
し
、
そ
の

強
制
投
与
が
も
つ
意
味
を
把
握
す
る
。
な
お
、
こ
こ
に
提
示
し
た
情
報
は
あ
く
ま
で
も
医
学
書
の
記
述
に
基
づ
く
概
括
的
な
も
の
で
あ
る
。

㈠
　
向
精
神
薬

　
抗
精
神
病
薬
（antipsychotics/neuroleptic

）
は
向
精
神
薬
（psychoactive drugs

）
の
一
種
で
あ
る
。
向
精
神
薬
は
「
体
内
に
取
り
込

ま
れ
た
り
投
与
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
知
覚
、
意
識
、
認
知
、
気
分
や
感
情
な
ど
の
精
神
的
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
与
え
る
物
）
10
（
質
」
と 

Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
化
学
的
に
中
枢
神
経
系
（
脳
と
脊
髄
）
に
作
用
す
る
こ
と
で
、
投
与
の
対
象
と
な
る
個
人
の
精

神
的
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
与
え
る
物
質
が
「
向
精
神
薬
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
精
神
疾
患
の
治
療
に
用
い
ら
れ
る
向
精
神
薬

は
、
そ
の
適
応
疾
患
に
基
づ
い
た
分
類
が
な
さ
れ
て
お
り
、
主
に
統
合
失
調
症
圏
の
精
神
病
症
状
に
適
応
を
も
つ
と
さ
れ
る
薬
物
が
「
抗

精
神
病
薬
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。

㈡
　
抗
精
神
病
薬

　
抗
精
神
病
薬
は
、「
幻
覚
、
妄
想
、
作
為
体
験
な
ど
の
精
神
病
症
状
に
対
し
て
効
果
を
有
す
る
薬
）
11
（
物
」
と
定
義
さ
れ
、
統
合
失
調
症
圏

の
精
神
病
性
障
害
が
主
な
対
象
疾
患
で
あ
）
12
（

る
。
こ
の
ほ
か
、
双
極
性
障
害
（
躁
う
つ
病
）
や
認
知
症
の
問
題
行
動
（
暴
力
や
興
奮
な
ど
）
に

も
有
用
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
）
13
（
る
。
以
下
、
作
用
機
序
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
が
、
基
本
的
に
、
ド
ー
パ
ミ
ン
の
伝
達
を
遮
断
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し
、
そ
れ
に
よ
り
精
神
症
状
（
主
に
陽
性
症
状
）
を
緩
和
す
る
こ
と
が
抗
精
神
病
薬
の
本
質
で
あ
る
。

　
幻
覚
や
妄
想
な
ど
の
陽
性
症
状
は
、
ド
ー
パ
ミ
ン
神
経
の
活
動
が
過
剰
と
な
り
、
特
定
の
受
容
体
が
過
剰
に
刺
激
さ
れ
て
生
じ
る
と
推

定
さ
れ
て
い
）
14
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
抗
精
神
病
薬
は
、
ド
ー
パ
ミ
ン
の
受
容
体
で
あ
る
 D2
受
容
体
に
対
し
て
遮
断
作
用
を
及
ぼ
し
、
中
脳

辺
縁
系
の
ド
ー
パ
ミ
ン
の
過
剰
な
伝
達
を
阻
害
す
る
こ
と
で
陽
性
症
状
（
幻
覚
や
妄
想
と
い
っ
た
比
較
的
に
分
か
り
や
す
い
症
状
）
を
緩
和
す

る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
神
経
伝
達
が
過
剰
に
な
っ
て
生
じ
る
症
状
を
、
そ
の
伝
達
を
遮
断
す
る
こ
と
で
緩
和
す
る
薬
剤

と
い
う
こ
と
に
な
）
15
（
る
。
最
近
で
は
ド
ー
パ
ミ
ン
の
量
が
多
い
箇
所
で
は
遮
断
薬
（antagonist

）
と
し
て
、
少
な
い
箇
所
で
は
動
作
薬

（agonist

）
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
で
、
陰
性
症
状
（
感
情
の
平
板
化
、
思
考
の
貧
困
、
意
欲
の
欠
如
、
自
閉
）
に
対
し
て
も
効
果
を
発
揮
す
る

薬
剤
の
開
発
が
進
ん
で
お
り
、
Ｄ
Ｓ
Ｓ
（D

opam
ine System

 Stabilizer

）
と
総
称
さ
れ
て
い
）
16
（

る
。

　
つ
ま
り
、
抗
精
神
病
薬
と
は
、
脳
内
の
ド
ー
パ
ミ
ン
神
経
系
に
化
学
的
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
精
神
症
状
を
抑
制
す
る
薬
物
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

㈢
　
抗
精
神
病
薬
に
よ
る
副
作
用

　
続
い
て
、
医
学
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、
抗
精
神
病
薬
の
代
表
的
な
副
作
用
の
う
ち
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
し

て
お
き
た
）
17
（

い
。

　
⑴
　
錐
体
外
路
症
状

①
急
性
ジ
ス
ト
ニ
ア；

持
続
的
な
筋
緊
張
・
姿
勢
異
常
・
捻
転
運
動

②
パ
ー
キ
ン
ソ
ニ
ズ
ム；

無
動
、
筋
固
縮
、
振
戦

③
ア
カ
シ
ジ
ア；

静
座
不
能
。
歩
き
回
り
た
い
欲
求
、
不
安
、
焦
燥
、
不
眠
を
伴
う

 

④
遅
発
性
ジ
ス
キ
ネ
ジ
ア；

顔
面
の
異
常
運
動
。
四
肢
、
駆
幹
に
舞
踏
病
様
・
ア
テ
ト
ー
ゼ
様
の
運
動
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
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の
多
く
は
不
可
逆
的
。

　
⑵
　
精
神
症
状

　
　
眠
気
、
睡
眠
な
ど
の
過
鎮
静
の
ほ
か
、
デ
ィ
ス
フ
ォ
リ
ア
な
ど
も
知
ら
れ
る

　
⑶
　
悪
性
症
候
群

　
　
①
発
熱
（
38
℃
か
ら
場
合
に
よ
り
40
℃
以
上
に
至
る
こ
と
も
あ
る
）

　
　
②
著
し
い
筋
固
縮
、
振
戦
、
嚥
下
困
難
等
の
錐
体
外
路
症
状

　
　
③
無
動
緘
黙
、
興
奮
、
せ
ん
妄
、
傾
眠
、
昏
睡
な
ど
の
意
識
障
害

　
　
④
頻
脈
、
発
汗
、
唾
液
分
泌
過
多
、
呼
吸
促
迫
な
ど
の
自
律
神
経
症
状

　
　
⑤
腎
不
全
、
心
不
全
、
横
紋
筋
融
解
症

　
⑷
　
自
律
神
経
症
状

　
　
口
渇
、
鼻
閉
、
便
秘
、
麻
痺
性
イ
レ
ウ
ス
、
排
尿
困
難
、
頻
脈
、
緑
内
障
の
悪
化

　
　
低
血
圧
、
起
立
性
低
血
圧
に
伴
う
ふ
ら
つ
き
、
立
ち
く
ら
み

　
⑸
　
内
分
泌
症
状

肥
満
、
性
機
能
障
害
、
高
血
糖
、
抗
利
尿
ホ
ル
モ
ン
不
適
合
分
泌
症
候
群
、
病
的
多
飲
に
よ
る
水
中
毒
（
場
合
に
よ
り
不
可
逆
的
脳
障

害
や
死
に
至
る
こ
と
が
あ
る
）

　
⑹
　
そ
の
他

　
　
心
室
不
整
脈
か
ら
の
突
然
死
、
光
過
敏
症
、
色
素
沈
着
、
肝
障
害
、
血
液
障
害
、
心
筋
障
害
、
等

　
以
上
が
発
生
し
得
る
副
作
用
の
概
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
理
解
す
べ
き
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
発
生
頻
度
は
低
く
と
も
、
不

可
逆
的
か
つ
深
刻
な
運
動
機
能
障
害
や
死
亡
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
以
上
は
、
抗
精
神
病
薬
が
も
つ
侵
襲
性
が
決
し
て
過
小
評
価
さ
れ
る
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べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
大
量
投
与
・
多
種
併
用
、
長
期
投
与
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
投
与
の
態
様
に
よ
り
生
じ
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
）
18
（

る
。
つ
ま
り
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制

投
与
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
身
体
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

侵
襲
性
に
の
み
着
目
し
て
も
、
当
然
に
慎
重
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

な
お
、
精
神
的
側
面
に
対
す
る
侵
襲
性
で
あ
る
が
過
鎮
静
や
興
奮
、
せ
ん
妄
、
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
薬
物
が
精
神
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
が
潜
在
的
対
立
点
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
後
紹
介
す
るW

ashington v. H
arper

事
件
判
決
（
一
九
九
〇
）
19
（

年
）
で
あ
る
。

三
　W

ashington v. H
arper

事
件
判
決
（
一
九
九
〇
年
）

㈠
　
事
実
概
要
と
法
廷
意
見 

1　

事
実
の
概
要

　W
alter H

arper

は
強
盗
の
罪
で
懲
役
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
ち
、
矯
正
施
設
の
医
療
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
容
さ
れ
、
本
人
も
同
意
の
も
と

で
抗
精
神
病
薬
を
服
用
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
仮
釈
放
さ
れ
た
も
の
の
、
看
護
師
二
名
に
対
す
る
暴
行
に
よ
り
仮
釈
放
が
取
り
消
さ
れ
た
。

H
arper

は
有
罪
判
決
を
受
け
た
重
罪
人
の
中
で
も
深
刻
な
精
神
障
害
を
抱
え
る
者
を
診
察
・
治
療
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
ワ

シ
ン
ト
ン
州
の
矯
正
施
設
で
あ
る
Ｓ
Ｏ
Ｃ
（Special O

ffender Cen
）
20
（ter
）
に
収
容
さ
れ
た
。
当
初
はH

arper

も
同
意
し
た
上
で
抗
精
神
病

薬
を
服
用
し
て
い
た
が
、
一
九
八
二
年
十
一
月
、
こ
れ
以
上
の
服
用
を
拒
絶
し
た
た
め
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
は
Ｓ
Ｏ
Ｃ
の
内
部
規
則
に
基
づ

い
て
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
行
っ
）
21
（
た
。

　
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
は
、
受
刑
者
に
対
す
る
薬
剤
の
強
制
投
与
が
可
能
に
な
る
要
件
と
し
て
、
①
当
該
受
刑
者
が
「
精
神
障
害
（m

ental 

disorder

）」
を
患
っ
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
②
そ
れ
が
「
深
刻
な
病
状
（gravely disabled

）」
を
呈
し
て
い
る
か
、
又
は
、
精
神
障
害
故
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に
自
己
若
し
く
は
他
者
、
あ
る
い
は
財
産
に
対
し
て
「
深
刻
な
危
害
を
与
え
る
可
能
性
」
が
あ
る
こ
と
の
二
つ
を
定
め
）
22
（
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
の
投
与
の
命
令
と
投
与
行
為
は
精
神
科
医
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
、
当
該
命
令
に
は
他
の
精
神
科
医
に
よ
る
承
認
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
規
定
す
）
23
（
る
。
加
え
て
、
そ
の
際
の
手
続
的
保
障
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
強
制
投
与
の
決
定
を
不
服
と
す
る
受
刑
者
に
は
、

当
該
受
刑
者
の
診
断
や
治
療
に
関
与
し
て
い
な
い
精
神
科
医
、
心
理
学
者
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
副
所
長
か
ら
な
る
特
別
委
員
会
に
よ
る
聴
聞
の
機
会

が
与
え
ら
れ
る
。
な
お
特
別
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
所
長
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
行
う
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
州
裁
判
所
に
対
し
て
委
員
会
決
定
の
司
法
審
査
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
強
制
投
与
開
始
か
ら
七
日
後
に
特
別
委
員
会
に
よ
る
再

審
査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
な
お
強
制
投
与
の
続
行
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
刑
者
を
担
当
す
る
精
神
科
医
が
十
四
日
ご
と
に
症
状

を
検
討
し
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
等
が
定
め
ら
れ
て
い
）
24
（
る
。

　H
arper

は
本
規
則
に
従
い
不
服
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
決
定
は
維
持
さ
れ
、
一
年
間
に
わ
た
り
抗
精
神
病
薬
が
強
制
的
に
投
与
さ
れ

た
。
そ
こ
でH

arper

は
、
一
九
八
五
年
、
本
件
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
は
州
憲
法
及
び
連
邦
憲
法
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
、

平
等
保
護
条
項
、
表
現
の
自
由
条
項
等
に
違
反
す
る
と
し
て
、
損
害
賠
償
及
び
差
止
命
令
を
求
め
て
州
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
）
25
（

た
。
こ

れ
に
対
し
て
州
地
方
裁
判
所
（trial court

）
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
続
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
も
と
要
求
さ
れ
る
手

続
的
保
障
に
合
致
す
る
と
し
て
、H

arper

の
訴
え
を
退
け
た
。
そ
こ
でH

arper

は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
に
跳
躍
上
告
を
行
っ
た
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、H

arper

の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
違
反
の
主
張
の
み
を
取
り
上
げ
て
判
断
を
下
し
）
26
（
た
。
州
最
高
裁
は
、

「
意
思
能
力
の
あ
る
成
人
が
そ
の
身
体
に
対
し
て
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
）
27
（

と
」
は
こ
れ
ま
で
も
認
め
ら
れ

て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
も
と
で
は
、
受
刑
者
が
「
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
拒
む
自
由
利
益
」

を
有
す
る
こ
と
を
認
め
）
28
（
た
。
そ
の
う
え
で
、
抗
精
神
病
薬
を
用
い
た
治
療
は
、
神
経
外
科
手
術
や
電
気
け
い
れ
ん
療
法
（electroconvulsive 

therapy

）
と
同
等
の
「
高
度
に
侵
襲
的
な
性
質
（highly intrusive nature

）」
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
が
規
定
す
る
水
準

よ
り
も
手
厚
い
手
続
的
保
障
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
意
思
能
力
（com

petent

）
の
あ
る
受
刑
者
が
拒
絶
し
て
も
な
お
、



Washington v. Harper 事件判決再訪

59

州
が
抗
精
神
病
薬
を
強
制
投
与
で
き
る
の
は
、
①
司
法
審
査
に
よ
る
手
続
保
障
が
受
刑
者
に
与
え
ら
れ
、
②
州
政
府
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

政
府
利
益
追
求
の
た
め
に
は
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
、
明
白
で
適
切
か
つ
説
得
力
の

あ
る
証
拠
（clear, cogent, and convincing evidence

）
に
よ
っ
て
証
明
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
判
示
し
、
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
Ｓ
Ｏ
Ｃ

規
則
を
違
憲
と
し
た）
29
（

。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
州
政
府
は
、
①
医
学
的
に
処
方
さ
れ
た
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
に
先
立
っ
て
司
法
審
査
が

要
求
さ
れ
る
か
否
か
、
②
州
は
抗
精
神
病
薬
を
投
与
す
る
た
め
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る

い
は
よ
り
緩
や
か
な
「
合
理
的
な
関
係
」
基
準
（
“reasonable relation

” standard

）
が
適
用
さ
れ
る
の
か
の
二
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
求

め
て
連
邦
最
高
裁
に
裁
量
上
訴
の
申
立
て
を
行
っ
）
30
（

た
。

2　

判　

旨

　Kennedy

判
事
の
筆
に
な
る
法
廷
意
見
（Rehnquist

首
席
判
事
、W

hite

判
事
、Blackm

un

判
事
、O

ʼConnor

判
事
、Scalia

判
事
同
調
）
は
、

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
実
体
的
側
面
及
び
手
続
的
側
面
の
双
方
に
わ
た
り
判
断
を
加
え
る
こ
と
を
言
明
し
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展

開
し
た
。

　
ま
ず
、
実
体
的
側
面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
法
廷
意
見
は
、
先
）
31
（
例
を
参
照
し
な
が
ら
、「
州
の
規
則
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
権
利
に
加
え

て
、
受
刑
者
が
修
正
第
十
四
条
の
も
と
で
は
、『
望
ま
な
い
抗
精
神
病
薬
の
投
与
を
回
避
す
る
重
要
な
自
由
利
益
（a significant liberty 

interest in avoiding the unw
anted adm

inistration of antipsychotic drugs

）』
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
）
32
（
い
」 

と
し
て
、
た
と
え

受
刑
者
と
い
え
ど
も
、
そ
の
意
思
に
反
す
る
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
回
避
す
る
自
由
を
留
保
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　
し
か
し
直
ち
に
、
本
件
規
則
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
実
体
的
側
面
を
満
た
す
と
指
摘
し
）
33
（
た
。
そ
こ
で
は
当
該
自
由
の
輪
郭
に
つ
い

て
は
「
受
刑
者
の
収
容
と
い
う
文
脈
の
中
で
そ
の
境
界
を
定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
）
34
（

る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
在
監
関
係
と
い
う
文
脈
の
特

殊
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
右
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
は
、
強
制
投
与
の
前
提
と
し
て
、
治
療
を
し
な
い
と
危
険
な
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精
神
障
害
の
存
在
を
医
学
的
に
立
証
す
る
こ
と
、
投
薬
段
階
で
は
、
精
神
科
医
に
よ
る
処
方
と
「
審
査
役
の
精
神
科
医
（review

ing-

psychiatrist

）」
に
よ
る
承
認
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
受
刑
者
の
医
療
上
の
利
益
と
、
矯
正
施
設
の
安
全
と
警
備
と
い
う
州
の
利
益
の

双
方
に
資
す
る
場
合
に
の
み
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
可
能
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
、
本
件
規
則
を
評
価
し
）
35
（
た
。
こ
こ
で
法
廷
意
見
は
、

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
「
重
要
な
自
由
利
益
」
が
問
題
に
な
る
場
合
で
も
、
お
よ
そ
受
刑
者
の
権
利
を
制
約
す
る
矯
正
施
設
規
則
の
妥
当
性

が
問
わ
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
、〝
合
理
性
の
基
準
〟
を
満
た
せ
ば
よ
い
と
述
べ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
が
「
高
度
に
侵
襲
的
な
性
質

（highly intrusive nat
）
36
（ure
）」
を
理
由
に 〝
合
理
性
の
基
準
〟
の
採
用
を
拒
絶
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
判
断
し
）
37
（
た
。

　
そ
し
て
法
廷
意
見
は
、
こ
の
〝
合
理
性
の
基
準
〟
で
は
以
下
三
点
の
考
慮
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。
第
一
に
、「
矯
正
施
設
規
則
と
そ

れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
先
立
っ
て
提
示
さ
れ
る
正
当
な
政
府
利
益
と
の
間
に
『
妥
当
か
つ
合
理
的
な
つ
な
が
り
（valid, rational 

connection

）』
が
存
在
」
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
受
刑
者
に
よ
り
「
主
張
さ
れ
た
権
利
の
実
現
が
、
刑
務
官
、
他
の
受
刑
者
、
そ
し
て
、

矯
正
施
設
に
お
け
る
資
源
一
般
の
配
分
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
」
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、「
直
ち
に
使
用
可
能
な
代
替
手
段

（ready alternatives

）
の
不
在
」
を
示
す
こ
と
で
あ
）
38
（

る
。

　
法
廷
意
見
は
こ
れ
を
本
件
に
適
用
し
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
ま
ず
一
点
目
に
つ
い
て
、
政
府
利
益
の
正
当
性
お
よ
び
重
要
性
を
疑

う
余
地
は
な
い
と
し
た
。
矯
正
施
設
の
被
収
容
者
が
「
自
己
お
よ
び
他
者
に
及
ぼ
す
危
険
」
に
対
処
す
る
こ
と
は
、
州
の
重
要
な
利
益
で

あ
る
と
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
）
39
（
る
。
ま
た
、
矯
正
施
設
に
は
、
被
収
容
者
の
医
療
上
の
利
益
と
収
容
上
の
必
要
性
の
双
方

に
合
致
し
た
「
医
療
を
提
供
す
る
義
務
」
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、
精
神
疾
患
を
抱
え
る
被
収
容
者
を
扱
う
Ｓ
Ｏ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
そ
の
義

務
が
一
層
重
要
な
も
の
に
な
る
と
指
摘
す
）
40
（

る
。
そ
し
て
法
廷
意
見
は
、
抗
精
神
病
薬
に
つ
い
て
、「
潜
在
的
な
副
作
用
」
の
重
篤
さ
を
認

め
つ
つ
も
、「
暴
力
的
な
行
動
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
精
神
疾
患
を
治
療
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
手
段

の
一
つ
」
で
あ
る
こ
と
に
は
「
ほ
と
ん
ど
議
論
の
余
地
が
な
い
」
と
指
摘
し
、
強
制
投
与
の
合
理
性
を
認
め
）
41
（

た
。

　
ま
た
、
二
点
目
の
要
素
を
加
味
し
つ
つ
三
点
目
の
代
替
手
段
の
有
無
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
はH

arper

に
よ
り
主
張
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さ
れ
た
二
つ
の
代
替
手
段
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
①
受
刑
者
を
意
思
無
能
力
者
（incom

petent

）
と
認
定
し
、
そ

の
後
、
裁
判
所
に
よ
る
治
療
の
承
認
を
代
理
判
断
（substitute judgem

ent

）
を
用
い
て
取
得
す
る
と
い
う
も
の
）
42
（

と
、
②
薬
物
投
与
に
替
え

て
身
体
拘
束
や
隔
離
で
対
応
す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
、
の
二
つ
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
①
に
つ
き
、
被
告
人
の
利
益
の
み
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
と
し
て
即
座
に
採
用
を
拒
絶
し
）
43
（
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
効
果
が
短
期
的
で
あ
る
こ
と
、
受
刑
者
が
抵
抗
し
た
場
合
に
は
本
人
に
深

刻
な
身
体
的
副
作
用
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
抗
精
神
病
薬
の
代
替
手
段
と
は
な
り
得
な
い
と
し
）
44
（

た
。

　
続
い
て
、
法
廷
意
見
は
手
続
的
側
面
に
つ
い
て
審
査
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
法
廷
意
見
は
、
手
続
的
保
障
（
の
強
度
）
を
決
定
す
る

た
め
に
、
強
制
投
与
か
ら
の
自
由
に
つ
き
再
び
分
析
を
加
え
る
。
こ
の
点
、「
抗
精
神
病
薬
の
不
当
な
投
与
を
避
け
た
い
と
い
う
被
上
告

人
の
利
益
は
、
重
大
で
な
い
と
は
言
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
強
調
筆
者
）
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
治
療
に
同
意
し
て
い
な
い
個
人
の
身
体

0

0

に
対
す
る

0

0

0

0

薬
剤
の
強
制
的
な
投
与
は
、
当
該
個
人
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
干
渉
を
構
成
す
）
45
（
る
」（
強
調
筆
者
）
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
強
制
採
血
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
たSchm

erber v. California

事
件
判
決
（
一
九
六
六
年
）
に
お
い
て
「
個
人
の
身
体
の
イ

ン
テ
グ
リ
テ
ィ
（﹇t

﹈ he integrity of an individual
ʼs per

）
46
（

son

）」
に
対
す
る
尊
重
の
重
要
性
が
説
か
れ
た
箇
所
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
法
廷
意
見
が
、
薬
剤
の
強
制
投
与
が
「
個
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
侵
襲
を
構
成
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
判
断
形

成
を
行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
、
抗
精
神
病
薬
の
目
的
と
副
作
用
に
つ
い
て
法
廷
意
見
が
言
及
し
た
箇
所
が
興
味
深
い
。
ま
ず
、
抗
精
神
病
薬
の
目

的
は
「
脳
内
の
化
学
物
質
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
化
さ
せ
、
患
者
の
認
知
過
程

0

0

0

0

（cognitive process

）
に
有
益
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
」（
強

調
筆
者
）
で
あ
り
、
そ
の
治
療
効
果
は
広
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
す
）
47
（

る
。
同
時
に
法
廷
意
見
は
、
潜
在
す
る
「
重
大
な
、
あ
る
い
は
致
命

的
な
副
作
）
48
（
用
」
と
し
て
錐
体
外
路
症
状
や
悪
性
症
候
群
等
を
指
摘
し
、
身
体
機
能
に
対
す
る
不
可
逆
的
な
障
害
や
死
亡
が
あ
り
得
る
こ
と

に
言
及
し
て
い
）
49
（

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
発
症
率
及
び
重
症
化
率
の
低
さ
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
重
大
視
し
な
か
っ
）
50
（

た
。

　
な
お
、
法
廷
意
見
が
抗
精
神
病
薬
の
目
的
に
つ
き
「
認
知
過
程

0

0

0

0

（cognitive process
）
に
有
益
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
」
を
指
摘
し
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て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
専
ら
照
準
し
た
か
の
よ
う
な
法
廷
意
見
が
「
心
」
の
問
題
を
視
野
に

入
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
見
、
こ
の
指
摘
は
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
「
脳
操
作
」
の
中
で
も
最

も
警
戒
す
る
に
値
す
べ
き
「
介
入
（intervent

）
51
（ion

）」
に
該
当
す
る
行
為
と
し
て
認
め
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
判
旨
全
体
に
お

い
て
、
こ
の
「
認
知
過
程
」
あ
る
い
は
「
心
」
に
関
す
る
重
ね
て
の
言
及
は
一
切
な
い
。
ま
た
、
法
廷
意
見
は
、
抗
精
神
病
薬
に
よ
る

「
認
知
過
程
」
の
変
化
が
患
者
に
と
っ
て
「
有
益
」
な
も
の
と
評
価
し
て
お
り
、「
認
知
過
程
」
の
変
化
に
潜
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
リ
ス

ク
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
様
子
は
全
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
法
廷
意
見
は
、
被
上
告
人
（
被
収
容
者
）
の
権
利
利
益
へ
の
侵
害
度
を
低
く
見
積
も
っ
た
上
で
、
強
制
投
薬
の
決
定
を
再

審
査
す
る
場
合
に
求
め
ら
れ
る
判
断
は
、「
受
刑
者
が
『
精
神
疾
患
』
を
抱
え
て
い
る
の
か
否
か
」
並
び
に
「
当
該
疾
患
の
結
果
と
し
て
、

そ
の
個
人
が
自
己
、
他
者
、
あ
る
い
は
財
産
に
対
し
て
危
険
」
で
あ
る
か
否
か
、
重
篤
な
副
作
用
を
含
む
抗
精
神
病
薬
の
も
つ
リ
ス
ク
を

ど
う
評
価
す
る
か
、
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
医
学
的
な
事
柄
に
属
す
る
か
ら
「
医
学
の

専
門
家
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
」
と
し
て
、H

arper

が
求
め
た
裁
判
官
に
よ
る
司
法
審
査
の
有
効
性
を
否
定
し
た
の

で
あ
）
52
（
る
。

　
以
上
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
の
論
旨
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
法
廷
意
見
は
在
監
関
係
と
い
う
文
脈
を
強
調

し
、
比
較
的
緩
や
か
な
〝
合
理
性
の
基
準
〟
を
採
用
す
る
こ
と
を
言
明
し
た
上
で
、
本
基
準
の
も
と
で
は
矯
正
施
設
の
安
全
確
保
と
い
う

政
府
利
益
が
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
か
ら
の
自
由
を
乗
り
越
え
る
と
し
た
。
ま
た
、
矯
正
施
設
一
般
に
求
め
ら
れ
る
適
切
な
医
療
の

提
供
義
務
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
の
よ
う
な
精
神
疾
患
を
抱
え
た
受
刑
者
を
収
容
す
る
施
設
に
お
い
て
は
、
一
層
重
い
も
の
と
な
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
強
制
投
与
の
要
件
に
つ
い
て
、
①
「
重
篤
な
精
神
疾
患
を
持
つ
受
刑
者
」
が
対
象
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
受
刑
者
が
「
自
己
ま
た
は

他
者
に
と
っ
て
危
険
」
な
状
態
に
あ
る
こ
と
、
③
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
受
刑
者
の
医
療
上
の
利
益
と
な
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の

要
件
を
提
示
し
）
53
（

た
。
続
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
手
続
的
保
障
に
つ
い
て
も
審
査
を
行
い
、
結
論
と
し
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
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続
の
水
準
で
十
分
と
述
べ
、
事
前
の
司
法
審
査
の
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
法
廷
意
見
の
説
示
で
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
や
は
り
「
認
知
過
程
」
へ
の
影
響
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
抗
精
神
病
薬
が
個
人
の

「
認
知
過
程
」
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
言
及
す
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
精
神
的
側
面
へ
の
影
響
に
対
す
る
検
討
は

一
切
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
専
ら
「
個
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
侵
害
の
可
能
性
が
全
面
的
に
意
識
さ
れ
た
論
旨
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
法
廷
意
見
は
全
体
を
通
じ
て
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
「
介
入
」
と
い
う
よ
り
も
「
治
療
」
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
認
知
過
程
」
の
変
化
（
薬
剤
の
投
与
）
が
直
接
的
に
は
精
神
科
医
に
よ
り
行
わ
れ
る
〝
医
療
行
為
〟

で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
本
人
に
と
っ
て
有
益
な
「
治
療
」
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
薬
剤
の
効
果
が
精
神
に

対
し
て
影
響
し
得
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
（
純
然
た
る
医
療
行
為
で
あ
る
に
せ
よ
）
州
政
府
と
い
う
〝
公
権
力
〟
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
双
方
を
後
景
に
追
い
や
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
次
に
紹
介
す
るStevens
反
対
意
見
は
、
右
で
見
た
法
廷
意
見
と
は
対
照
的
な
議
論
を
展
開
す
る
。Stevens

は
、
殊
更
に

〝
心
〟
に
対
す
る
影
響
を
重
視
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡
　Stevens

反
対
意
見

1　

Stevens

の
四
段
階
定
式

―
「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」

―

　
以
上
の
法
廷
意
見
に
対
し
て
、Stevens

判
事
の
筆
に
な
る
対
照
的
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
（Brennan

判
事
、M

arshall

判
事
同
調
）。

法
廷
意
見
が
「
認
知
過
程
」
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
つ
つ
も
、
そ
の
全
体
を
通
し
て
専
ら
「
個
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ

テ
ィ
」
に
着
目
す
る
論
旨
を
展
開
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
本
反
対
意
見
は
「
心
」
に
も
照
準
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
抗

精
神
病
薬
に
「
内
心
改
変
薬

0

0

0

0

0

（m
ind-altering drug

）」
と
い
う
呼
称
を
与
え
、
個
人
の
意
思
や
心
を
変
容
さ
せ
る
作
用
を
も
つ
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
）
54
（
る
。
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　Stevens

に
よ
れ
ば
、
法
廷
意
見
は
「
望
ま
な
い
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
回
避
す
る
重
要
な
自
由
利
益
」
を
認
め
た
も
の
の
、

「
実
質
的
に
無
視
し
て
い
る
（virtually ignores

）」
側
面
が
あ
る
と
批
判
す
）
55
（

る
。
そ
れ
は
、「
心
」
の
改
変
可
能
性
、
つ
ま
り
、「
心
」
に

対
す
る
侵
襲
性
の
問
題
で
あ
る
。
法
廷
意
見
が
注
目
し
た
「
身
体
」
に
加
え
て
「
心
」
に
も
照
準
し
、Stevens

は
強
制
投
与
か
ら
の
自

由
を
、
以
下
の
四
つ
の
〝
段
階
性
〟
に
分
け
て
定
式
化
し
て
い
る
。

そ
の
自
由
は
、
身
体
的
か
つ
知
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
（bodily integrity

）
に
対
す
る
い
か
な
る
侵
害
（violation

）

も
、
個
人
の
自
由
に
対
す
る
侵
犯
（invasion

）
と
な
る
。
そ
の
侵
犯
は
、
恒
久
的
な
傷
害
や
早
死
に
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
よ
り
一
層
侵
襲
的
（intrusive

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
意
思
能
力
の
あ
る
人
が
特
定
の
形
態
の
医
療
行
為
を
拒

否
す
る
選
択
を
覆
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
有
害
な
（degrading

）
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
薬
剤
の
強
制
投
与
の
目
的
や
効
果
が
、
対
象
者
の
意
思
や
心

を
変
え
る
こ
と
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
文
字
通
り
の
根
本
的
な
意
味
で
の
自
由
の
剝
奪
を
構
成
す
）
56
（

る
。

　
法
廷
意
見
と
は
異
な
り
、「
心
と
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
（the integrity of his body and m

i

）
57
（nd

）」
の
双
方
を
明
示
的
に
意
識
し
た

定
式
で
あ
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、Stevens
は
当
該
自
由
が
「
最
も
根
本
的
な
価
値
（m

ost basic val

）
58
（ue

）」
か
ら
立
ち
上

が
っ
て
く
る
こ
と
を
別
途
指
摘
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
精
神
や
心
を
問
題
に
し
た
、O

lm
stead v. U

nited States

事
件
判
決
に

付
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
反
対
意
）
59
（
見
並
び
にStanley v. G

eorgia

事
件
判
）
60
（
決
を
参
照
し
て
い
る
。
彼
が
当
該
自
由
の
究
極
の
保
護

法
益
に
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
を
見
て
い
る
の
は
、
政
府
に
「
個
人
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
力
」
を
与
え
る
こ
と
（Stanley

判
決
）
を
問
題
視
す
る
こ
れ
ら
の
先
例
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
のStevens

反
対
意
見
に
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
た
め
、
そ
の
階
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
引
用
箇
所
を
整
理
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
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①
「
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
い
か
な
る
侵
害
も
、
個
人
の
自
由
に
対
す
る
侵
犯
と
な
る
」

　
②
「
恒
久
的
な
傷
害
や
早
死
に
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
」
が
あ
れ
ば
、「
よ
り
一
層
侵
襲
的
」
と
な
る
。

　
③
「
特
定
の
形
態
の
医
療
行
為
を
拒
否
す
る
選
択
を
覆
す
」
場
合
は
、「
有
害
」
に
な
る
。

　
④
「
対
象
者
の
意
思
や
心
を
変
え
る
」
場
合
は
、「
根
本
的
な
意
味
で
の
自
由
の
剝
奪
」
に
至
）
61
（
る
。

　
右
定
式
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
段
階
①
及
び
②
は
「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
侵
害
を
問
題
と
す
る
。

段
階
①
で
は
、
薬
剤
と
い
う
異
物
が
個
人
の
身
体
に
強
制
的
に
投
与
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
、
そ
の

異
物
が
発
生
さ
せ
る
作
用
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
薬
剤
の
効
果
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
段
階
②
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
る
薬
物
の
投

与
が
「
恒
久
的
な
障
害
」
や
死
亡
す
る
リ
ス
ク
を
生
じ
る
場
合
に
こ
の
段
階
に
該
当
す
る
。

　
次
の
段
階
③
及
び
④
で
は
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
侵
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
段
階
③
で
は
、
薬
剤
の
投
与
を
拒
絶

す
る
個
人
の
意
思
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
次
の
段
階
④
で
は
「
心
や
意
思
」
そ
れ
自
体
の
変
容
が
発
生
す
る
こ
と
が
問
題

と
さ
れ
て
お
り
、Stevens

に
よ
れ
ば
「
根
本
的
な
意
味
で
の
自
由
の
剝
奪
」
と
も
い
う
べ
き
深
刻
な
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

2　

各
段
階
に
つ
い
て
の
該
当
性 

　
以
下
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
強
制
投
与
に
つ
い
て
個
々
の
段
階
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
たStevens

の
思
考
を
確
認
し
て

い
く
。

　
ま
ず
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
侵
害
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
段
階
①
に
つ
い
て
は
、
本
件
が
強
制
投
与
で
あ
る
以
上
、

議
論
の
余
地
も
な
く
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
段
階
②
に
該
当
す
る
よ
う
な
「
恒
久
的
な
傷
害
や
早
死
に
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
」
が
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
。Stevens

は
、

法
廷
意
見
が
本
件
投
薬
に
つ
い
て
「
不
可
逆
的
か
つ
致
命
的
」
な
副
作
用
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
同
意
す
）
62
（
る
。
彼
が
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指
摘
す
る
副
作
用
は
錐
体
外
路
症
状
及
び
悪
性
症
候
群
で
あ
り
（
本
稿
二
㈢
参
照
）、
法
廷
意
見
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
時
点
で
「
恒
久
的
な
傷
害
や
早
死
に
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
」
は
既
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
さ

ら
に
、
⒜
強
制
投
与
が
開
始
さ
れ
る
以
前
か
らH

arper

は
、
六
年
間
に
及
ん
で
抗
精
神
病
薬
を
服
用
し
て
お
り
、
既
に
副
作
用
と
し
て

「
ジ
ス
ト
ニ
ア
（
急
性
の
筋
肉
の
け
い
れ
ん
）」
と
「
ア
カ
シ
ジ
ア
（
身
体
的
・
感
情
的
な
興
奮
）」
を
呈
し
て
い
た
こ
と
、
⒝
そ
れ
ら
副
作
用

を
抑
止
し
、
遅
発
性
ジ
キ
ス
ネ
ジ
ア
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
は
投
薬
量
の
減
少
な
い
し
投
薬
の
中
止
が
要
求
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、

お
よ
そ
三
年
半
の
間
の
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
強
制
投
与
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
の
諸
点
を
指
摘
す
）
63
（
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
既
に

H
arper

に
は
身
体
機
能
に
対
す
る
重
大
な
副
作
用
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
長
期
に
わ
た
る
投
与
に
よ
り
不
可
逆
的
な
い
し
致
命
的
な

副
作
用
が
生
じ
る
危
険
性
が
増
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
彼
に
と
っ
て
本
件
投
薬
の
「
重
大
な
リ
ス
ク
」
は
、
法
廷
意

見
の
認
識
を
は
る
か
に
超
え
る
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
続
い
て
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
段
階
③
に
つ
い
て
、Stevens

は
、
投
薬
に
対

す
るH

arper

の
拒
絶
が
ま
さ
に
真
摯
か
つ
必
死
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
（
抗
精
神
病
薬
を
投
与
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
死
を
望
む

旨
の
発
言
を
し
て
い
た
こ
と
）
64
（
等
）
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
意
思
能
力
の
あ
る
人
が
特
定
の
形
態
の
医
療
行
為
を
拒
否
す
る
選
択
を

覆
す
」
水
準
に
、
本
件
投
薬
が
達
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
段
階
④
、
す
な
わ
ち
、「
文
字
通
り
の
根
本
的
な
意
味
で
の
自
由
の
剝
奪
」
に
該
当
す
る
事
態
に
本
件
投
薬

が
至
っ
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。Stevens

は
、
副
作
用
が
個
人
の
感
情
に
対
し
て
悪
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
や
、「
眠
気
、
興
奮
、
落

ち
着
き
の
な
さ
、
悪
夢
」
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
精
神
症
状
（
本
稿
二
㈢
参
照
）
も
明
確
に
含
め

て
い
）
65
（
る
。
加
え
て
彼
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
が
抗
精
神
病
薬
の
侵
襲
性
を
評
価
す
る
際
に
依
拠
し
た
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高

裁
判
所
の
判
決
を
参
照
し
て
い
）
66
（

る
。

　
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
は
、
抗
精
神
病
薬
の
目
的
が
「
精
神
病
的
な
思
考
（psychotic thinking

）
の
水
準
を
抑
制
す
る
こ
と
で
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あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
薬
物
が
心
を
改
変
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

（m
ind-altering

）
に
事
実
上
議
論
の
余
地
が
な
い
」（
強
調
筆
者
）
と
い
う
過
去
の

下
級
審
判
例
に
て
展
開
さ
れ
た
分
）
67
（

析
に
依
拠
し
、「
抗
精
神
病
薬
の
持
つ
個
人
の
思
考
過
程
に
与
え
る
確
固
た
る
影
響 

（the profound 

effect that these drugs have on the thought processes of an individual

）」
の
存
在
を
認
め
）
68
（
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
理
由
に
「
精
神
外
科
手

術
や
電
気
け
い
れ
ん
療
法
を
扱
う
の
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
ら
の
薬
物
を
扱
う
」
こ
と
を
言
明
し
た
の
で
あ
）
69
（
る
。
さ
ら
に
併
せ
て
、
抗
精
神

病
薬
が
健
常
者
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
は
、
意
識
障
害
（
程
度
に
よ
り
躁
鬱
状
態
、
幻
覚
・
妄
想
状
態
を
含
む
）
を
中
心
と
す
る
「
中
毒
性
精

神
病
（toxic psychosis
）」
を
発
症
す
る
こ
と
を
指
摘
す
）
70
（
る
。
そ
の
上
で
、
抗
精
神
病
薬
の
侵
襲
性
に
つ
い
て
、「
抗
精
神
病
薬
の
投
与
に

伴
う
実
際
の
物
理
的
侵
襲
は
注
射
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
化
学
物
質
が
脳
に
与
え
る
影
響
は
人
格
の
基
盤
（the foundations of 

personality

）
を
崩
す
の
に
十
分
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
の
で
あ
）
71
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
に
よ
る
抗
精
神
病
薬
の
評
価
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
に
受
け
継
が
れ
、
そ
し
て
、

Stevens

反
対
意
見
も
こ
れ
を
継
受
し
）
72
（
た
。
彼
が
抗
精
神
病
薬
を
「
内
心
改
変
薬
（m

ind-altering drug

）」
と
呼
ぶ
理
由
は
こ
こ
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
、「
人
格
の
基
盤
」
を
崩
す
に
十
分
で
あ
る
よ
う
な
精
神
に
対
す
る
影
響
力
の
存
在
を
理
由
に
、

抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
、
右
定
式
の
段
階
④
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
）
73
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、Stevens
は
「
意
思
能
力
の
あ
る
（com

petent

）
個
人
が
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
拒
絶

す
る
権
利
は
、
最
高
の
保
護
に
値
す
る
基
本
的
な
自
由
利
益
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
」
と
し
て
、
在
監
関
係
を
理
由
に
当
該

自
由
の
範
囲
を
限
定
し
た
法
廷
意
見
を
批
判
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
を
支
持
し
た
の
で
あ
）
74
（
る
。

3　

そ
の
他
の
論
点

　
続
い
てStevens

は
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
行
う
目
的
に
つ
い
て
、「
治
療
」
目
的
と
「
安
全
管
理
（security

）」
目
的
を
区
別

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
）
75
（

く
。
彼
は
、
法
廷
意
見
が
政
府
利
益
の
認
定
に
お
い
て
、「
緊
急
事
態
へ
の
対
応
や
矯
正
施
設
管
理
の
利
便
性
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と
い
う
州
の
利
益
と
、
有
益
な
医
療
を
受
け
る
と
い
う
個
人
の
利
益
」
と
を
混
同
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
で
、「
純
粋
に
組
織
的
な
関

心
事
に
基
づ
い
た
強
制
的
な
抗
精
神
病
薬
の
投
与
と
い
う
『
過
剰
な
反
応
』
を
可
能
に
す
る
混
乱
し
た
理
論
」
に
陥
っ
た
と
批
判
し
）
76
（

た
。

こ
こ
で
彼
が
懸
念
し
た
の
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
を
文
字
通
り
に
受
け
止
め
れ
ば
、
精
神
疾
患
を
抱
え
る
受
刑
者
が
他
者
な
い
し
財
産
に
対
し

て
危
険
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
的
な
投
与
が
当
該
危
害
の
回
避
に
有
効
で
あ
る
こ
と
さ
え
示
さ
れ
れ
ば
、
た
と
え

本
人
の
医
療
上
の
利
益
を
全
く
増
進
し
な
く
と
も
、
強
制
投
与
に
必
要
な
前
提
条
件
を
満
た
す
こ
と
で
あ
）
77
（

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｏ

Ｃ
規
則
を
合
憲
と
判
断
し
た
法
廷
意
見
は
、「
受
刑
者
の
身
体
と
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
か
か
る
重
大
な
自
由
利
益
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
」
と
批
判
し
た
の
で
あ
）
78
（

る
。

　
さ
ら
に
彼
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
に
規
定
の
あ
る
審
査
主
体
た
る
特
別
委
員
会
に
つ
い
て
、
二
つ
の
利
益
相
反
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
受

刑
者
に
強
制
投
与
を
命
じ
る
医
師
と
委
員
会
の
構
成
員
は
同
じ
施
設
内
に
勤
務
す
る
同
僚
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割
が
循
環
す

る
こ
と
で
あ
）
79
（
る
。
第
二
に
、
精
神
科
医
も
矯
正
施
設
の
正
規
職
員
で
あ
る
以
上
、
受
刑
者
の
医
学
的
利
益
だ
け
で
な
く
受
刑
者
の
管
理
と

い
う
利
益
に
大
き
な
関
心
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
委
員
会
の
構
成
員
の
う
ち
精
神
科
医
は
一
名
の
み
で
あ
り
、
そ
の
残
り
は
、

医
師
免
許
を
持
た
な
い
心
理
学
者
と
専
門
的
な
医
学
的
知
識
を
有
し
な
い
副
所
長
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
）
80
（
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
鑑
み
れ

ば
、
特
別
委
員
会
が
「
恣
意
的
な
決
定
を
発
見
し
、
ま
し
て
や
覆
す
よ
う
に
説
得
可
能
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
」
と
批
判
し
、
司
法
審

査
を
要
求
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
の
判
断
を
肯
定
し
た
の
で
あ
）
81
（
る
。

㈢
　
小
　
活

　
以
上
の
よ
う
に
、
対
照
的
な
議
論
を
展
開
し
た
法
廷
意
見
とStevens
反
対
意
見
で
は
あ
っ
た
が
、
実
は
、
抗
精
神
病
薬
を
投
与
す
る

目
的

0

0

が
、「
脳
内
の
化
学
的
バ
ラ
ン
ス
」
を
変
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
「
認
知
過
程
」
に
変
化
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
共
通

し
た
理
解
と
な
っ
て
い
）
82
（
た
。
し
か
し
、「
認
知
過
程
」
の
変
化
が
「
心
」
に
与
え
る
影
響
、
そ
し
て
、「
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
回
避
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す
る
自
由
」
に
つ
い
て
の
理
解
に
つ
い
て
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
差
異
は
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
へ
の
侵
害
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
由
来
す
る
こ
と
は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ

し
て
、
法
廷
意
見
が
「
治
療
に
同
意
し
て
い
な
い
個
人
の
身
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
す
る
薬
剤
の
強
制
的
な
投
与
は
、
当
該
個
人
の
自
由
に
対
す
る
重
大

な
干
）
83
（
渉
」（
強
調
筆
者
）
に
な
る
と
指
摘
し
て
、
段
階
③
に
本
件
が
至
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、Stevens

反
対

意
見
と
法
廷
意
見
と
の
間
に
あ
る
重
要
な
差
異
と
は
、
段
階
④
（「
内
心
改
変
」）
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
尽
き
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
差
異
が
生
じ
た
理
由
は
、
抗
精
神
病
薬
を
「
意
思
や
心
を
変
容
さ
せ
る
」「
内
心
改
変
薬
（m

ind-altering drug

）」
と
評
価
す
る
か

否
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
存
在
す
る
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
に
対
す
る
温
度
差
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
っ
た
。

　
実
は
、
右
の
よ
う
な
差
異
は
、
提
出
さ
れ
た
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
の
間
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
及
び
ワ
シ

ン
ト
ン
州
精
神
医
学
会
が
提
出
し
た
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
で
は
精
神
的
な
副
作
用
に
対
す
る
言
及
が
な
）
84
（
い
。
他
方
で
ア
メ
リ
カ
心
理
学

会
の
提
出
し
た
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
は
、
抗
精
神
病
薬
が
「
人
の
思
考
力
や
感
情
、
自
己
意
識
に
強
い
影
響
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
）
85
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
専
門
家
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
抗
精
神
病
薬
が
も
つ
「
精
神
」
あ
る
い
は
「
心
」
に
対
す
る

影
響
に
つ
い
て
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
か
る
「
抗
精
神
病
薬
」
に
対
す
る
評
価
の
差
異
が
Ｓ
Ｏ
Ｃ
規
則
の
合
憲
性
判
断
に
お
け
る
違
い
を
生
み
出
し
た
と

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
）
86
（
う
。
こ
の
よ
う
に
、W

ashington v. H
arper

事
件
判
決
は
、
抗
精
神
病
薬
が
も
つ
精
神
に
対
す
る
影
響

に
か
か
る
大
き
な
対
立
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

四
　H

arper

判
決
以
後
の
最
高
裁
判
決
の
流
れ

　H
arper

判
決
以
降
の
連
邦
最
高
裁
は
、
精
神
疾
患
を
抱
え
る
刑
事
被
告
人
の
訴
訟
能
力
（com

petence to stand trial

）
を
回
復
す
る
目
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的
で
、
抗
精
神
病
薬
を
強
制
投
与
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
連
続
し
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。Riggins v. 

N
evada

事
件
判
決
（
一
九
九
二
）
87
（

年
）、
そ
し
てSell v. U

nited States

事
件
判
決
（
二
〇
〇
三
）
88
（

年
）
で
あ
る
。
な
お
、
刑
事
被
告
人
が
強

制
投
与
の
対
象
で
あ
る
た
め
、
新
た
に
修
正
第
六
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
「
完
全
か
つ
公
平
な
裁
判
（a full and fair trial

）」
を
受
け
る

権
利
に
つ
い
て
も
検
討
射
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈠
　Riggins v. N

evada

事
件
判
決
（
一
九
九
二
年
）

1　

事
実
の
概
要

　
殺
人
事
件
の
被
告
人D

avid Riggins

は
、
精
神
科
医
に
対
し
て
幻
聴
や
睡
眠
障
害
を
訴
え
た
。
そ
こ
で
医
師
は
抗
精
神
病
薬
を

Riggins

の
同
意
の
も
と
投
与
し
た
。
そ
の
後
、Riggins

に
は
事
理
弁
識
能
力
（legally sane

）
と
訴
訟
能
力
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
訴

訟
手
続
が
進
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
てRiggins

は
、
彼
の
振
舞
い
と
心
理
状
態
に
対
し
て
抗
精
神
病
薬
が
与
え
る
効
果

が
裁
判
中
に
も
継
続
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
裁
判
終
了
ま
で
投
薬
を
停
止
す
る
よ
う
州
地
方
裁
判
所

に
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
州
地
裁
は
こ
れ
を
却
下
し
た
。

　
公
判
に
お
い
てRiggins

は
心
神
喪
失
（insane
）
の
抗
弁
を
展
開
し
た
が
、
有
罪
と
な
り
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
抗
精
神

病
薬
の
強
制
投
与
が
「
自
己
の
弁
護
を
助
け
る
能
力
（the ability to assist in his ow

n defense

）」
を
阻
害
し
た
こ
と
を
主
な
理
由
に
ネ

バ
ダ
州
最
高
裁
に
上
訴
し
た
。
州
最
高
裁
は
、
抗
精
神
病
薬
の
投
与
が
彼
の
訴
訟
上
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
死
刑
判

決
を
維
持
し
）
89
（
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、
公
判
中
に
行
わ
れ
た
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
は
、
心
神
喪
失
に
あ
っ
た
上
告
人
（insane defendant

）
の
連
邦
憲

法
修
正
第
六
条
（
公
平
か
つ
完
全
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
）
及
びH

arpar

判
決
で
も
承
認
さ
れ
て
い
た
修
正
第
十
四
条
上
の
権
利
（
望
ま
な

い
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
回
避
す
る
権
利
）
を
侵
害
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
裁
量
上
訴
を
許
可
し
）
90
（

た
。
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2　

法
廷
意
見

　O
ʼConnor

判
事
の
筆
に
よ
る
法
廷
意
見
（Rehnquist

首
席
判
事
、W

hite

判
事
、Blackm

un

判
事
、Stevens

判
事
、Souter

判
事
同
調
）
は
、

H
arper

判
決
を
引
用
し
、
修
正
第
十
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
回
避
す
る
自
由

は
、
刑
事
被
告
人
に
対
し
て
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
と
し
）
91
（
た
。
ま
た
、
同
判
決
に
お
け
る
、
不
同
意
の
個
人
の
身
体
に
対
す
る
強
制
投
与

が
「
当
該
個
人
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
干
渉
」
に
あ
た
る
と
の
判
断
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
、
公
判
中
な
い
し
公
判
前
に
抗
精
神
病
薬
を
強
制
投
与
す
る
際
の
実
体
的
な
基
準
と
し
て
、
①
「
自
己
ま
た
は
他
者
の
安
全

（﹇one

﹈̓s ow
n safety or the other

ʼs safety

）」
を
守
る
目
的
で
あ
る
こ
と
、
又
は
刑
事
被
告
人
の
訴
訟
能
力
を
回
復
し
、
刑
事
被
告
人
が

「
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
を
得
る
」
目
的
で
あ
る
こ
と
、
②
「
抗
精
神
病
薬
を
投
薬
す
る
治
療
が
医
学
的
に
適
切
」
で
あ
る
こ
と
、
③

「
よ
り
侵
襲
的
で
な
い
代
替
手
段
（less intrusive alternatives

）」
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
の
三
点
を
要
求
し
）
92
（

た
。

　
そ
し
て
法
廷
意
見
は
、
そ
も
そ
も
州
政
府
側
が
処
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
何
ら
の
判
断
も
行
わ
ず
、
ま
た
、
合
理
的
な
代
替
手
段
に
つ

い
て
何
ら
調
査
を
せ
ず
に
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
承
認
し
た
と
認
定
し
、Riggins

に
認
め
ら
れ
る
べ
き
自
由
利
益
を
適
切
に
考
慮

し
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
。

　「
完
全
か
つ
公
平
な
裁
判
」
を
受
け
る
権
利
に
関
連
し
て
は
、
抗
精
神
病
薬
の
鎮
静
作
用
が
「
主
尋
問
や
反
対
尋
問
に
対
す
る
証
言
内

容
、
訴
訟
の
経
過
に
追
従
す
る
能
力
、
彼
の
弁
護
士
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
）
93
（

容
」
を
害
す
る
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
法
廷
意
見
が
副
作
用
の
中
で
も
精
神
に
対
す
る
影
響
（
興
奮
、
眠
気
、
錯
乱
等
）
に
つ

い
て
言
及
し
、
そ
れ
が
極
端
な
場
合
に
は
、「
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
を
得
る
」
目
的
に
影
響
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
で
あ
）
94
（

る
。
こ
こ

に
お
い
て
法
廷
意
見
は
、
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
の
筆
に
な
る
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
が
、「
極
端
な
場
合
に
お
い
て
は
、（
抗
精
神
病
薬

の
）
鎮
静
作
用
の
よ
う
な
効
果
が
思
考
過
程
（thought process

）
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
深
刻
な
も
の
と
な
り
得
）
95
（

る
」
こ
と
を
指
摘
し
た

箇
所
を
引
用
し
て
参
照
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
身
体
に
対
す
る
影
響
に
留
ま
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
に
影
響
を
与
え
る
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よ
う
な
「
思
考
過
程
」
の
変
容
が
そ
の
懸
念
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
法
廷
意
見
は
、
自
ら
提
示
し
た
要
件
の
も
と
でRiggins

に
対
す
る
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
の
合
憲
性
を
判
断
す
る

こ
と
を
求
め
て
、
州
最
高
裁
の
判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。

3　

K
ennedy

判
事
補
足
意
見

　
抗
精
神
病
薬
の
副
作
用
に
つ
い
て
は
、
法
廷
意
見
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
をKennedy

判
事
の
筆
に
な
る
補
足
意
見
が
行
っ
て
い
る
。

　
彼
は
「
抗
精
神
病
薬
に
よ
る
強
制
的
な
治
療
は
被
告
人
の
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
対
し
て
深
刻
な
脅
威
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
い
）
96
（
う
。
具
体
的
に
は
、
抗
精
神
病
薬
が
運
動
機
能
に
障
害
（
震
戦
等
）
を
引
き
起
こ
す
パ
ー
キ
ン
ソ
ニ
ズ
ム

（
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
様
の
運
動
機
能
障
害
の
症
状
を
呈
す
る
）
や
、
過
度
な
鎮
静
作
用
が
生
じ
た
結
果
眠
気
や
ふ
ら

つ
き
等
を
生
ず
る
過
鎮
静
（
本
稿
二
㈢
参
照
）
等
が
副
作
用
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
副
作
用
は
、「
神
経
質

で
落
ち
着
き
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
り
、
退
屈
そ
う
で
冷
た
く
、
無
感
情
で
無
反
応
に
み
え
た
り
す
る
ほ
ど
に
穏
や
か
で
落
ち
着
い
て
い

る
よ
う
に
」
被
告
人
を
陪
審
員
に
対
し
て
見
せ
得
る
が
、「
死
刑
判
決
手
続
で
は
、
性
格
（character

）
と
反
省
（contrition

）
に
つ
い
て

の
評
価
が
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
犯
罪
者
の
生
死
を
決
定
づ
け
る
も
）
97
（

の
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
影
響
は
深
刻
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
ま
た
、
そ
の
副
作
用
に
よ
っ
て
「
認
識
力
を
鈍
ら
せ
」、「
弁
護
士
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
関
係
を
阻
害
し
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
る
」
こ
と
に
も
な
る
と
指
摘
す
）
98
（

る
。Kennedy
は
こ
こ
で
、
全
米
刑
事
弁
護
人
協
会
の
筆
に
な
る
ア
ミ
カ
ス
・
ブ

リ
ー
フ
が
、「
化
学
的
に
人
の
意
思
を
平
坦
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
、
被
告
人
の
自
己
決
定
権
の
喪
失

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
つ
な
が
り
、
裁
判
に
備
え
て
被
告
人

が
自
ら
の
弁
護
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
自
己
保
存
の
欲
求
を
損
な
う
」（
強
調
筆
者
）
と
指
摘
し
て
い
る
箇
）
99
（
所
を
引
用
し
た
上
で
、

参
照
を
求
め
て
い
る
。

　Kennedy

は
こ
れ
ら
の
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
被
告
人
に
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
「
自
己
の
た
め
に
自
ら
証
言
す
る
権
利
（the right to 
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testify on his ow
n behalf

）」
を
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
事
実
上
封
じ
て
し
ま
う
と
言
う
。
こ
れ
は
、
修
正
第
五
条
に
よ
り
保
障
さ

れ
る
「『
束
縛
さ
れ
ず
に
自
分
の
意
思
を
行
使
し
て
（unfettered exercise of his ow
n w
ill

）』
発
言
す
る
」
と
い
う
重
要
な
刑
事
被
告
人

の
権
利
の
侵
害
と
な
る
こ
と
指
摘
す
）
100
（
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
本
件
で
問
題
と
な
る
よ
う
な
強
制
投
与
は
、「
ま
さ
に
被
告
人
自
身

の
意
思

0

0

に
（the defendant's ow

n w
ill

）
制
約
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
そ
の
正
当
性
に
は

重
大
な
疑
問
が
あ
る
」（
強
調
筆
者
）
と
懸
念
を
表
明
し
た
の
で
あ
）
101
（

る
。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
懸
念
が
深
刻
だ
っ
た
こ
と
は
、
次

の
説
示
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
国
家
が
強
制
的
な
投
薬
抜
き
に
は
被
告
人
の
﹇
訴
訟
﹈
能
力
を
高
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
被
告
が
能
力
を
高
め
ら
れ
な

い
限
り
、
そ
れ
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
措
置
入
院
（civil com

m
itm
ent

）
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
制
的
な
治
療
に
よ
っ
て
被
告
の
行
動
や
態

度
が
実
質
的
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
見
解
で
は
、
憲
法
は
、
裁
判
の
完
全
性
を
維
持
す
る

た
め
社
会
が
こ
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
抗
精
神
病
薬
と
そ
の
副
作
用
に
つ
い
て
の
知
識
は
進
展
の
途
上
に
あ
り
、
い
つ
の
日

か
副
作
用
の
少
な
い
効
果
的
な
薬
が
生
み
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
日
が
来
る
ま
で
は
、
強
制
的
な
治
療
が
こ
こ
で
列
挙
し
た
懸
念

を
も
た
ら
す
変
化
を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
州
が
証
明
で
き
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
使
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
）
102
（
う
。

　
以
上
を
要
約
す
る
と
、Kennedy

補
足
意
見
は
錐
体
外
路
症
状
や
精
神
症
状
（
本
稿
二
㈢
参
照
）
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
裁
判
の
公
平

性
を
損
な
う
可
能
性
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
特
に
、
死
刑
の
是
非
と
い
う
重
大
な
局
面
に
お
い
て
、
陪
審
や
裁
判
官
が
抱
く

被
告
人
の
印
象
や
弁
護
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
副
作
用
が
与
え
る
影
響
は
重
大
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
彼
が
引
用
す
る
ブ
リ
ー
フ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
抗
精
神
病
薬
が
被
告
人
の
「
意
思
を
化
学
的
に
平
坦
化
す
る
効
果
」
を

も
つ
こ
と
は
、
被
告
の
「
自
己
決
定
」
の
喪
失
や
、
自
己
保
存
の
欲
求
の
毀
損
（
死
刑
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
切
迫
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
表



法学政治学論究　第132号（2022.3）

74

情
や
振
る
舞
い
、
あ
る
い
は
逆
に
死
刑
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
挙
動
不
審
）
を
も
た
ら
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
法
廷
意
見
が
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
を
引
用
し
て
「
思
考
過
程
」
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、Kennedy

補
足
意
見
は
、
身
体
に
対
す
る
問
題
の
み
で
は
な
く
、
精
神
に
対
す
る
影
響
を
含
め
た
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、H

arper

判
決
に
お
け
るStevens

反
対
意
見
が
こ
だ
わ
っ
た
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
共

通
す
る
問
題
意
識
が
見
て
と
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈡
　Sell v. U

nited States

事
件
判
決
（
二
〇
〇
三
年
）

　Riggins

判
決
の
十
一
年
後
に
出
さ
れ
たSell v. U
nited States

事
件
判
決
で
は
、
非
暴
力
的
な
犯
罪
（
詐
欺
罪
）
の
被
疑
者
と
し
て

逮
捕
さ
れ
た
刑
事
被
告
人
に
つ
い
て
も
そ
の
訴
訟
能
力
を
回
復
す
る
目
的
で
抗
精
神
病
薬
を
強
制
投
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
、
に

つ
い
て
の
判
断
が
求
め
ら
れ
た
。

1　

事
実
の
概
要

　
詐
欺
及
び
殺
人
未
遂
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
刑
事
被
告
人
で
あ
る Charles Sell

は
、
精
神
疾
患
（
統
合
失
調
症
や
妄
想
障
害
）
の
長
い

病
歴
が
あ
る
。
治
安
判
事
はSell

を
医
療
施
設
に
入
院
さ
せ
、
訴
訟
能
力
の
回
復
を
見
込
め
る
か
検
討
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
医
療
施

設
は
、Sell

に
対
し
て
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
が
、Sell

は
当
該
決
定
を
不
服
と
し
て
、
入
院
を
命
じ
た
治

安
判
事
に
対
し
て
申
立
て
を
行
っ
た
。
治
安
判
事
は
聴
聞
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
証
拠
か
ら
、
①Sell

が
自
己
又
は
他
者
に
対
し
て

危
険
な
状
態
で
あ
る
こ
と
、
②
薬
剤
の
投
与
が
彼
を
危
険
な
状
態
か
ら
回
復
し
得
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
こ
と
、
③
重
大
な
副
作
用
に
つ

い
て
は
改
善
の
見
込
み
が
あ
る
こ
と
、
④Sell

に
対
す
る
利
益
が
リ
ス
ク
を
上
回
る
こ
と
、
⑤Sell

の
訴
訟
能
力
を
回
復
す
る
可
能
性

が
相
当
程
度
あ
る
こ
と
、
を
認
定
し
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
許
可
す
る
命
令
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、Sell

は
連
邦
地
方
裁
判
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所
に
命
令
の
取
消
し
を
求
め
る
申
立
て
を
行
っ
た
。
連
邦
地
裁
は
、Sell

が
自
己
又
は
他
者
に
対
し
て
危
険
な
状
態
で
あ
っ
た
と
認
定
し

た
こ
と
を
明
確
な
誤
り
と
し
た
も
の
の
、
当
該
命
令
を
合
憲
と
判
示
し
た
。
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
当
該
命
令
は
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　
以
上
の
経
過
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
で
は
、
精
神
疾
患
を
抱
え
る
刑
事
被
告
人
に
対
し
て
、
非
暴
力
的
犯
罪
（
詐
欺
罪
）
の
刑
事
裁
判
の

た
め
に
訴
訟
能
力
を
回
復
さ
せ
る
目
的
で
、
抗
精
神
病
薬
を
強
制
投
与
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

2　

法
廷
意
見

　Breyer

判
事
の
筆
に
な
る
法
廷
意
見
（Rehnquist

首
席
判
事
、Stevens

判
事
、Kennedy

判
事
、Souter

判
事
、G

insburg

判
事
同
調
）
は
、

Riggins

判
決
を
引
用
し
、
刑
事
被
告
人
に
も
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
五
条
に
基
づ
き
、「
自
ら
の
望
ま
な
い
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を

回
避
す
る
自
由
」
を
認
め
た
。
他
方
で
、Riggins

判
決
法
廷
意
見
で
は
言
及
さ
れ
て
い
た
思
考
過
程
に
対
す
る
影
響
や
、Kennedy

補

足
意
見
が
懸
念
し
て
い
た
意
思
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
詳
細
な
言
及
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
裁
判
に
お
け
る
弁
護
活
動
を
行
う
た

め
に
弁
護
士
を
補
助
す
る
能
力
」
に
対
す
る
影
響
に
よ
り
、「
裁
判
を
不
公
正
に
す
る
」
こ
と
へ
の
懸
念
の
み
が
抽
象
的
に
言
及
さ
れ
る

の
み
で
あ
）
103
（
る
。

　Riggins

判
決
が
暴
力
犯
罪
を
扱
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
非
暴
力
犯
罪
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
被
告

人
に
つ
い
て
も
訴
訟
能
力
を
回
復
す
る
目
的
で
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
要
件
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
治
療
が
医
学
的
に
適
切
で
あ
る
こ
と
、
②
裁
判
の
公
平
性
を
損
な
う
よ
う
な
副
作
用
が
存
在
し
な
い
と
明
白

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
③
よ
り
侵
襲
性
の
低
い
代
替
手
段
を
考
慮
に
入
れ
た
こ
と
、
④
政
府
の
訴
訟
に
関
連
す
る
重
大
な
利
益
の
追
求
の

た
め
に
は
投
与
が
必
要
な
こ
と
、
の
計
四
点
で
あ
）
104
（

る
。
本
件
の
定
式
に
は
、Riggins

判
決
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
②
の
要
件
が
加
わ
っ

た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
前
述
し
たRiggins

判
決
のKennedy

判
事
補
足
意
見
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
非
暴
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力
犯
罪
の
場
合
に
も
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
訴
訟
能
力
の
回
復
目
的
で
の
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
確

認
し
た
に
留
ま
り
、
議
論
の
枠
組
み
に
大
き
な
変
化
は
存
在
し
な
い
。

㈢
　
小
　
活

―
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
連
邦
最
高
裁

―

　H
arper

判
決
に
お
い
て
は
、
法
廷
意
見
とStevens

反
対
意
見
の
間
で
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
侵
害
を
認
め
る
か
否

か
と
い
う
対
立
軸
が
存
在
し
た
。
法
廷
意
見
は
「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し

て
、Stevens

反
対
意
見
は
、
抗
精
神
病
薬
に
は
「
内
心
改
変
（m

ind-altering

）」
の
効
果
が
あ
り
、
そ
れ
を
強
制
投
与
す
る
こ
と
は
「
心

の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
廷
意
見
は
こ
の
重
要
な
側
面
を
見
落
と
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
は
先

に
紹
介
し
た
、Stevens

反
対
意
見
に
登
場
す
る
四
段
階
定
式
に
倣
え
ば
、
段
階
④
の
侵
害
（「
内
心
改
変
」）
を
認
め
る
か
否
か
を
巡
る
争

い
で
あ
っ
た
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
後
のRiggins

判
決
で
は
、
法
廷
意
見
だ
け
で
な
く
、
少
数
意
見
の
中
に
お
い
て
も
「
内
心
改
変
」
や
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ

テ
ィ
」
に
対
す
る
言
及
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、Stevens

本
人
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
再
述
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
彼
は
法

廷
意
見
に
賛
同
す
る
の
み
で
あ
っ
）
105
（
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、Stevens

反
対
意
見
の
レ
ガ
シ
ー
は
失
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
っ

と
も
、
法
廷
意
見
に
お
い
て
は
「
思
考
過
程
」
に
対
す
る
影
響
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
判
決
のKennedy

補
足
意
見
で
は

「
意
思
」
や
「
自
己
決
定
権
」
に
対
す
る
影
響
の
言
及
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
か
らH

arper

判
決
のStevens

反
対
意
見
の
よ
う
に
「
内
心

改
変
」
に
照
準
し
た
議
論
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
止
ま
ら
な
い
問
題
の
存
在
が
少
な
く
と
も

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
意
味
で
、
精
神
に
対
す
る
関
心
はRiggins

判
決
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、Stevens

の
レ

ガ
シ
ー
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、Sell

判
決
は
先
例
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
に
留
ま
り
、Riggins
判
決
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
思
考
過
程
や
意
思
に
対
す
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る
影
響
の
言
及
は
な
い
。「
心
」
に
か
か
る
問
題
を
回
避
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
こ
の
姿
勢
は
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
判
例
評
釈
等
で

批
判
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、Sell

事
件
に
お
い
て
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
（Center for Cognitive Liberty and Ethics

）
が
提
出
し
た
ア
ミ
カ
ス
・
ブ

リ
ー
フ
も
、
修
正
第
一
条
の
保
障
す
る
「
思
想
の
自
由
（freedom

 of thought

）」
に
か
か
る
問
題
と
し
て
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
捉

え
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
）
106
（

た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
・
要
請
は
、Stevens

の
問
題
提
起
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
レ
ガ
シ
ー
が
異
な
っ
た
形
で

再
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
五
㈡
で
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
　
考
　
察

㈠
　「
心
」
と
「
身
体
」、
そ
し
て
「
脳
」

　
本
稿
が
検
討
の
素
材
と
し
たH
arper
判
決
に
お
い
て
、
法
廷
意
見
とStevens

反
対
意
見
を
隔
て
た
の
は
、
抗
精
神
病
薬
の
評
価
の

違
い
で
あ
っ
た
。
法
廷
意
見
は
身
体
的
侵
襲
性
を
論
じ
た
に
留
ま
る
が
、Stevens

反
対
意
見
は
抗
精
神
病
薬
を
「
内
心
改
変
薬
（m

ind-

altering drug

）」
と
呼
ん
で
、
身
体
的
侵
襲
は
も
ち
ろ
ん
、
特
定
の
医
療
行
為
を
拒
絶
す
る
意
思
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
内
心
を

変
容
さ
せ
る
効
果
の
問
題
性
を
主
題
化
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、Stevens

反
対
意
見
で
提
示
さ
れ
た
四
段
階
定
式
の
う
ち
の
段
階
④
（「
内

心
改
変
」）
に
投
薬
が
該
当
す
る
か
否
か
が
、
両
意
見
の
対
立
点
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
何
故
同
一
の
薬
剤
に
つ
い
て
の
判
断
が
こ
こ
ま
で
大
き
く
分
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
抗
精
神
病
薬
に
「
認
知
過
程
（cognitive 

process

）」
を
変
化
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
こ
と
を
両
意
見
が
共
に
認
め
て
い
る
以
上
、
こ
の
「
認
知
過
程
」
に
対
す
る
介
入
を
ど
う
見
る

か
が
判
断
の
分
か
れ
目
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
法
廷
意
見
は
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
に
抗
う
自
由
の
重
大
性
を
、「
治
療
に
同
意
し
て
い
な
い
個
人
の
身
体
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

薬
剤
の
強
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制
的
な
投
与
は
、
当
該
個
人
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
干
渉
を
構
成
す
る
」（
強
調
筆
者
）
こ
と
に
求
）
107
（
め
、
そ
の
際
、
先
例
の
用
い
た

「
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
（﹇t

﹈ he integrity of an individual's person

）」
と
い
う
表
現
を
引
用
し
、
そ
れ
に
注
目
し
て
い
た
。
ま
た
、

副
作
用
と
し
て
身
体
機
能
の
障
害
や
死
亡
結
果
の
惹
起
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
精
神
へ
の
作
用
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
法
廷
意

見
は
「
認
知
過
程
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
る
が
、
抗
精
神
病
薬
の
も
た
ら
す
「
認
知
過
程
」
の
変
化
を
〝
身
体
機
能
〟
の
変
化
に

偏
向
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
他
方
で
、Stevens
反
対
意
見
は
、
抗
精
神
病
薬
の
目
的
が
「
精
神
病
的
な
思
考
の
水
準
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

薬
物
が
心
を
改
変
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

（m
ind-altering

）
に
事
実
上
議
論
の
余
地
が
な
）
108
（

い
」（
強
調
筆
者
）
と
し
、「
抗
精
神
病
薬
の
持
つ
個
人
の
思

考
過
程
（the thought processes of an individual

）
に
与
え
る
確
固
た
る
影
）
109
（

響
」
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
は
、「
人
格
の
基
盤
（the 

foundations of personality

）
を
崩
す
の
に
十
分
」
で
あ
る
と
論
じ
た
下
級
審
判
例
の
分
析
に
依
拠
し
て
い
）
110
（
た
。
こ
こ
か
ら
は
、Stevens

は
〝
心
〟
に
対
す
る
影
響
を
重
視
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
経
系
に
対
す
る
化
学
的
な
介
入
を
、
身
体
に
対
す
る
介
入
と
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
身
体
だ
け
で
な
く
心
に
対
す

る
介
入
と
見
る
の
か
と
い
う
評
価
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
次
の
問
題
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
対
立
は
、《
身
体
と
心
》

と
い
う
二
つ
の
領
域
の
中
に
、
い
か
に
「
脳
」
を
位
置
付
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
脳
」
は
臓
器
の

一
つ
で
あ
り
、
当
然
だ
が
、
身
体
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
脳
の
機
能
に
は
、
運
動
制
御
や
生
命
維
持
だ
け
で
な
く
、〝
認
知
〟

を
司
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、「
脳
」
と
い
う
臓
器
は
「
認
知
過
程
」
が
展
開
さ
れ
る
場
と
言
え
る
。
こ
の
前
提
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
脳
」
は
「
身
体
」
の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に
、
し
か
し
、「
心
」（
あ
る
い
は
精
神
）
と
強
い
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

我
々
が
「
心
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
「
脳
」
の
働
き
に
還
元
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
設
定
は
、
哲
学
の
分
野
に

お
い
て
「
心
脳
問
題
（m

ind-brain problem

）」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
脳
問
題
に
属
す
る
議
論
は
非
常
に
広
範

に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
い
く
つ
か
そ
の
示
唆
を
略
述
し
て
お
く
と
、
以
下
の
三
つ
の
問
い
（
な
い
し
作
業
）
に
整
理
で
き
る
だ
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ろ
う
。

1　
「
心
」
と
「
脳
」
の
関
係
性

　
人
の
心
と
脳
と
の
間
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
比
較
的
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
事
故
に
よ
り
脳
に
外
傷
を
負
っ
た

こ
と
で
、
そ
の
人
格
に
変
容
が
見
ら
れ
た
フ
ィ
ニ
ア
ス
・
ゲ
ー
ジ
の
事
例
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
）
111
（
る
。
ま
た
近
年
の
認
知
神
経
科
学
は
、

機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
の
発
達
に
よ
り
、
我
々
の
精
神
作
用
を
司
る
と
さ
れ
て
い
る
脳
領
域
（
す
な
わ
ち
神
経
基
盤
（neural basis

））
の
特
定

と
、
特
定
の
意
識
状
態
を
引
き
起
こ
す
の
に
必
要
十
分
と
さ
れ
る
神
経
活
動
（N

CC: N
eural Corelate of Consciousness

）
の
解
明
を
進

め
て
い
）
112
（
る
。
具
体
的
に
は
、
あ
る
意
識
状
態
に
あ
る
被
験
者
と
無
意
識
状
態
に
あ
る
被
験
者
の
脳
活
動
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
意

識
と
相
関
し
た
神
経
活
動
を
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
に
よ
っ
て
特
定
す
る
試
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
感
情
的
に
顕
著
な
刺
激
（
特
に
恐
怖
）

に
よ
っ
て
注
意
が
逸
れ
る
場
合
は
扁
桃
体
が
関
係
す
る
こ
と
や
、
高
次
感
覚
皮
質
が
記
憶
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
等
、

知
覚
と
意
識
の
領
域
で
研
究
が
進
展
し
て
い
）
113
（
る
。
こ
れ
ら
の
知
見
は
「
脳
」
と
「
心
」（
精
神
）
に
強
い
つ
な
が
り
が
存
在
す
る
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
神
経
科
学
の
知
見
の
進
展
を
前
に
、「
脳
」
と
「
心
」
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
以
前
に
も
増
し
て
一
層
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
学
者
の
中
に
は
、
身
体
の
一
部
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

脳
と
心
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
な

心
身
二
元
論
は
も
は
や
採
用
で
き
な
い
と
す
る
論
者
も
登
場
し
て
い
）
114
（
る
。
他
に
も
、
心
的
状
態
を
脳
の
物
質
的
状
態
と
同
一
で
あ
る
と
主

張
し
た
「
心
脳
同
一
説
（m

ind-brain identity theo

）
115
（ry

）」
や
、
脳
を
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
見
立
て
、
心
を
脳
に
よ
る
情
報
処
理
、
演
算
と
同

義
と
み
な
す
「
心
の
計
算
理
論
（Com

putational Theory of M
ind

）」
と
呼
ば
れ
る
議
論
が
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
登
場
し
て
い
）
116
（
る
。
こ

の
よ
う
に
「
脳
」
と
「
心
」
を
巡
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
神
経
科
学
の
発
展
を
睨
み
な
が
ら
、
再
定
位
の
試
み
が
企
て
ら
れ
て
い
る
最
中

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
試
み
に
つ
い
て
通
覧
し
、
暫
定
的
に
せ
よ
「
心
」
と
「
脳
」
と
の
関
係
性
を
定
義
し
な
く
て
は
、
抗
精
神
病
薬
の
よ
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う
な
神
経
系
に
介
入
す
る
薬
剤
の
評
価
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
脳
を
「
身
体
」
の
一
部
と
し
て
見
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
科
学
的
に
心
が
脳
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
は
、
心
身
二
元
論
自
体
へ
の
挑
戦
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、「
心
」
に
特
権
性
を
認
め
て
、「
脳
」
を
身

体
と
同
視
し
な
い
立
場
に
立
て
ば
、
心
身
二
元
論
は
辛
う
じ
て
維
持
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
科
学
的
に
「
心
」
が
「
脳
」

に
還
元
さ
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
、
法
学
で
は
「
脳
」
と
い
う
臓
器
（
身
体
）
か
ら
「
心
」
を
切
り
離
す
と
い
う
態
度
も
あ
り
得
る
か
も

し
れ
な
い
。
結
局
、
心
脳
問
題
の
解
決
に
は
心
と
脳
の
つ
な
が
り
を
科
学
的
に
問
う
こ
と
だ
け
で
は
解
決
で
き
ず
、〝
心
を
何
と
観
念
す

る
か
〟
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

2　
「
内
心
改
変
（m

ind-altering
）」
と
は
何
か
？

　
1
に
お
い
て
提
起
し
た
問
題
が
解
決
さ
れ
、
仮
に
脳
に
対
す
る
介
入
が
心
に
対
す
る
介
入
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ

こ
か
ら
先
に
、
よ
り
厳
密
な
区
分
を
行
う
議
論
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
神
経
科
学
に
お
い
て
は
、
脳
の
機
能
局
在
説
が
有
力
で
、
解
剖

学
的
に
区
分
さ
れ
る
領
域
ご
と
に
担
当
す
る
機
能
が
異
な
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
脳
は
精
神
機
能
だ
け
で
な
く
、
呼
吸
の

リ
ズ
ム
、
反
射
、
運
動
な
ど
様
々
な
機
能
を
司
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
脳
（
神
経
系
）
に
対
す
る
全
て
の

介
入
が
一
律
に
心
に
影
響
す
る
も
の
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
脳
（
神
経
系
）
の
ど
の
部
位
に
対
す
る
、
ど
の
よ
う
な
介

入
が
ど
の
よ
う
に
心
に
影
響
す
る
の
か
が
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
、
先
述
し
た
認
知
神
経
科
学
の
知
見
を
参
照
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
、「
内
心
改
変
」
す
な
わ
ち
、「
意
思
や
心
の
変
容
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。〝
心
を
何
と
観
念

す
る
か
〟
に
次
い
で
〝
心
の
変
化
を
何
と
観
念
す
る
か
〟
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
・
フ
ル
ネ
ス
や
記
憶
術
な
ど
に
よ
っ
て
、

み
ず
か
ら
の
精
神
作
用
や
認
知
過
程
に
主
観
的
に
干
渉
す
る
こ
と
は
、
古
来
よ
り
広
く
行
わ
れ
て
き
た
営
為
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
意
思
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や
心
の
変
容
」
を
も
た
ら
す
「
内
心
改
変
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
神
経
系
は
そ
の
シ
ナ
プ
ス
接
続
の
可
塑
性
に
よ
っ
て
、

外
界
か
ら
の
刺
激
（
感
覚
入
力
）
に
反
応
し
、
そ
の
接
続
強
度
を
日
常
的
に
も
変
化
さ
せ
得
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感

覚
入
力
に
よ
る
「
神
経
回
路
の
改
変
」
と
「
内
心
改
変
」
の
間
に
存
在
す
る
質
的
な
差
異
も
ま
た
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
変
容
を
一
体
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。
神
経
系
が
日
々
そ
の
接
続
強
度
を
変
化
さ

せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
を
当
該
個
人
が
主
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
意
思
と
心
の
変
容
を
、
そ
の
変
容
し
た
意
思

と
心
を
基
盤
と
す
る
当
該
個
人
が
把
握
で
き
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
加
え
て
、
個
人
の
意
思
や
心
の
変
容
は
、
言
動
の
変
化
を
通
じ
他
者

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
心
の
変
容
を
観
察
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
観
察
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
も
、
心
に
対
す
る
侵
襲
性
の
評
価
を
す
る
上
で
直
面
す
る
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

3　

概
念
の
明
確
化

　
以
上
1
及
び
2
で
言
及
し
た
問
題
設
定
に
挑
む
た
め
に
は
、
心
の
哲
学
を
中
心
と
す
る
哲
学
、
認
知
神
経
科
学
を
中
心
と
す
る
神
経
科

学
、
そ
し
て
、
憲
法
学
を
中
心
と
す
る
法
学
の
知
見
を
相
互
に
参
照
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
融
合
領
域
的
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
心
脳
問
題
に
挑
む
上
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
心
」
を
巡
る
概
念
の
曖
昧
さ
が
障
壁
と
し
て
立
ち
は
だ

か
）
117
（
る
。
認
知
過
程
に
つ
い
て
は
、
認
知
神
経
科
学
分
野
で
は
「
情
報
処
理
（inform

ation processing

）
に
代
わ
る
用
語
」
と
さ
れ
る
の
に

対
し
て
、
認
知
心
理
学
分
野
で
は
「
意
識
体
験
を
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
、
よ
り
高
次
の
過
程
」
を
指
し
、
そ
の
定
義
が
異
な
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
）
118
（

る
。
さ
ら
に
、
我
々
が
「
心
」
や
「
内
心
」
と
呼
ん
で
き
た
モ
ノ
は
、
神
経
科
学
と
い
う
科
学
の
メ
ス
に
よ
り
解
明
が

進
む
「
精
神
作
用
」
や
「
認
知
機
能
」、
そ
し
て
「
意
識
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
違
い
に
よ
り

用
語
法
が
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
を
整
理
し
な
け
れ
ば
、
各
領
域
の
知
見
の
援
用
は
難
し
い
だ
け
で
な

く
、
場
合
に
よ
っ
て
有
害
と
な
り
得
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
）
119
（
る
。
そ
の
意
味
で
、
諸
概
念
の
異
同
並
び
に
布
置
関
係
の
明
確
化
が
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心
脳
問
題
に
挑
む
上
で
は
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
。

　
身
体
に
対
す
る
侵
襲
性
だ
け
に
照
準
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、H

arper

判
決
法
廷
意
見
の
よ
う
に
身
体
に
対
す
る
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と

本
人
の
同
意
の
有
無
に
全
て
の
問
題
を
還
元
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
整
理
な
い
し
批
判
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿

冒
頭
並
び
に
結
語
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
神
経
科
学
の
発
展
に
よ
り
ニ
ュ
ー
ロ
モ
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
主
に
電
磁
気
的
手
法
で
脳
を
操
作
す

る
技
術
）
の
実
装
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
現
実
に
目
を
向
け
れ
ば
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
神
経
科
学
的
な
介
入
の
防
波
堤
と
し
て
機

能
す
る
か
ど
う
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
身
体
概
念
や
侵
襲
概
念
、
さ
ら
に
は
「
治
療
」
と
「
介
入
」
な
ど
に
つ
い
て
も
再

編
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
神
経
科
学
技
術
を
正
し
く
受
け
止
め
、
あ
り
得
る
べ
き
レ
ッ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
法
学
が
正
し
く

行
う
た
め
に
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
諸
論
点
の
解
明
が
急
務
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

㈡
　「
認
知
過
程
の
自
由
」
が
も
つ
可
能
性

　
四
㈡
で
見
て
き
た
よ
う
に
、Sell

判
決
で
はStevens

の
提
起
し
た
問
題
が
前
景
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

同
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
が
本
来
論
ず
べ
き
論
点
を
回
避
し
た
と
い
う
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
判
例
評
釈
に
よ
り
加
え
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
（
抗
精
神
病
薬
の
）
副
作
用
が
、
彼
が
全
く
違
う
人
に
見
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
個
人
の
人
格
を
改
変
し
得

る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
彼
ら
が
問
題
に
す
る
の
は
、
抗
精
神
病
薬
が
、
た
だ
単
純
に
個
人
の
『
普
通
の
』
精
神
状
態
を
回
復
さ
せ
る
の
で
は
な

く
個
人
の
本
当
の
人
格
を
歪
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、Sell
判
決
は
、
自
由
な
思
考
、
個
人
の
自
律
、
そ
し
て
精
神
と
身
体
の
つ
な

が
り
に
関
わ
る
示
唆
を
含
む
、
精
神
疾
患
と
そ
の
適
切
な
治
療
に
関
わ
る
多
く
の
哲
学
的
な
問
い
を
は
ら
ん
で
い
）
120
（
た

　
本
件
訴
訟
に
は
、
既
に
若
干
言
及
し
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
（Center for Cognitive Liberty and Ethics

）
と
い
う
団
体
が
ア
ミ
カ
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ス
・
ブ
リ
ー
フ
を
提
出
し
て
い
る
。
以
下
そ
の
議
論
を
簡
単
に
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
と
は
、「
認
知
過
程
の
自
由

（cognitive liberty

）」
と
い
う
新
た
な
自
由
概
念
を
定
立
す
る
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
法
実
務
家
や
哲
学
者
か
ら
成
る
組
織
で
あ
る
。
同

団
体
が
提
唱
す
る
「
認
知
過
程
の
自
由
」
と
は
「
各
個
人
が
独
立
し
て
か
つ
自
律
的
に
思
考
し
、
自
ら
の
精
神
の
全
領
域
を
使
用
し
、
ま

た
、
複
数
の
思
考
モ
ー
ド
に
従
事
す
る
と
い
う
権
利
」
と
定
義
さ
れ
て
い
）
121
（

る
。
そ
し
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
は
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
が
認

知
過
程
の
自
由
の
も
と
で
認
め
ら
れ
る
「
個
人
が
自
己
の
心
と
精
神
の
プ
ロ
セ
ス
（m

ind and m
ental process

）
に
お
い
て
自
律
性
を
保

持
す
る
と
い
う
全
て
の
市
民
が
有
す
る
基
本
的
な
権
利
」
を
侵
害
す
る
と
考
え
て
い
）
122
（
た
。

　
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
は
、
修
正
第
一
条
の
も
と
で
「
自
由
な
思
想
へ
の
権
利
（the right to freedom

 of thought

）」
が
保
障
さ
れ
、
そ
れ
が
文
明

社
会
に
生
き
る
自
由
人
に
と
っ
て
ま
さ
に
核
心
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
判
例
に
よ
り
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
と

言
う
）
123
（

。
修
正
第
一
条
の
も
と
で
は
、
表
現
行
為
の
み
な
ら
ず
あ
る
種
の
観
念
体
系
が
保
護
さ
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
は
抗
精
神
病
薬
と
「
自
由
な
思
想
へ
の
権
利
」
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
抗
精
神
病
薬
は

「
脳
内
の
化
学
的
性
質
を
操
作
す
る
こ
と
で
、
思
考
方
法
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
」
薬
剤
で
あ
り
、
そ
の
強
制
投
与
は

「
偶
然
に
思
考
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
」
の
で
は
な
く
、「
そ
の
心
や
精
神
の
プ
ロ
セ
ス
（m

ind and m
ental process

）
の
変
化
を
直
接

目
的
と
す
る
」
行
為
で
あ
る
と
言
）
124
（
う
。
こ
う
し
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
は
、
修
正
第
一
条
を
援
用
す
る
こ
と
で
、H

arper

判
決
やRiggins

判
決

よ
り
も
厳
格
な
審
査
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
に
よ
る
ア
ミ
カ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
は
、「
心
や
精
神
状
態
」
や
、「
思
考
過
程
」
を
そ
の
関
心
の
中
心
に
据
え

る
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、Stevens

に
よ
る
問
題
提
起
と
非
常
に
近
い
議
論
と
言
え
る
。
以
下
で
は
、
彼
が
主
題
化
し
た
「
心
の
イ
ン

テ
グ
リ
テ
ィ
」
の
問
題
を
、
こ
の
「
認
知
過
程
の
自
由
」
と
い
う
土
俵
で
議
論
す
る
こ
と
の
も
つ
可
能
性
と
意
味
に
つ
い
て
二
つ
ほ
ど
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
認
知
神
経
科
学
に
よ
り
そ
の
切
り
分
け
が
進
ん
で
い
る
「
認
知
過
程
」
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、Stevens

判
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事
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
が
宿
り
得
る
「
人
格
の
基
盤
」
と
し
て
看
做
す
べ
き
（
あ
る
い
は
看
做
し
て
き
た
）
機

能
の
所
在
地
を
探
し
出
し
、
科
学
技
術
に
よ
る
介
入
を
拒
絶
す
る
べ
き
領
域
と
そ
う
で
な
い
領
域
を
峻
別
す
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る
と
思

わ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、「
認
知
過
程
の
自
由
」
が
保
護
す
べ
き
核
心
的
領
域
を
「
脳
の
周
囲
に
位
置
す
る
隔
絶
さ
れ
た
要

塞
」
を
築
く
こ
と
に
求
め
るN

ita Farahany

ら
、
い
わ
ゆ
る
神
経
法
学
（neurolaw

）
一
派
に
属
す
る
論
者
の
議
論
に
接
近
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
125
（
う
。
こ
の
点
、
直
ち
に
付
け
加
え
れ
ば
、
法
が
護
る
べ
き
も
の
は
果
た
し
て
「
心
」
や
「
人
格
」
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
実
は
議
論
に
開
か
れ
て
い
る
。
心
と
身
体
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
護
る
べ
き
も
の
は
む
し
ろ

「
脳
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、「
認
知
過
程
」
の
全
体
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
認
知
過
程
」
と
い
う
広
い
射
程
を
設
定
し
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
考
察
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
認
知
の
物
質
的
媒
体
が
、
脳
や
身
体
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
外
部
に
展
開
す
る
物
理
的
環
境
一
般
に
横
断
し
て
広
が
る
こ
と

を
主
張
す
る
「
拡
張
し
た
心
論
（the extended m

ind thesis

）」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
認
知
過
程
」
の
射
程
を
延
伸
す
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
こ
の
方
向
の
議
論
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
自
由
の
可
能
性
を
検
討
し
た
、
同
じ

く
神
経
法
学
一
派
に
属
す
るM
arc J. Blitz

の
議
論
と
接
近
す
る
こ
と
に
な
）
126
（
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
心
の
境
界
線
の
拡
張
が
自

由
の
射
程
の
延
伸
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
神
経
科
学
技
術
に
よ
る
脳
操
作
を
今
後
受
け
止
め
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
「
認
知
過
程
」
を
対
象
と

す
る
「
認
知
過
程
の
自
由
」
を
選
択
す
る
こ
と
に
は
少
な
く
な
い
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

六
　
結
　
語

　
本
稿
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
たStevens

判
事
の
四
段
階
定
式
は
、「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
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か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
〝
身
体
へ
の
侵
襲
〟
を
前
提
と
す
る
脳
操
作
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
薬
物
の
投
与
が
神

経
系
に
与
え
る
薬
理
的
効
果
）。
他
方
で
、
近
い
将
来
に
実
装
が
見
込
ま
れ
る
神
経
科
学
技
術
は
、
電
磁
気
的
刺
激
に
よ
り
神
経
系
に
介
入

す
る
ニ
ュ
ー
ロ
モ
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
脳
を
接
続
す
る
Ｂ
Ｃ
Ｉ
（Brain Com

puter Interface

）、
機
械
と
脳
を
接
続
す

る
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（Brain M

achine Interface

）
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
電
気
刺
激
や
磁
気
刺
激
を
脳
に
与
え
る
ニ
ュ
ー
ロ
モ
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
〝
侵
襲
性
〟
を
ど
う
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
控
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
今
回
取
り
上
げ
た
抗
精
神
病
薬

の
投
与
の
〝
侵
襲
性
〟
は
、
注
射
に
よ
り
、
身
体
の
一
部
で
あ
る
皮
膚
に
穴
が
開
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
明
白
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
上
に
挙
げ
た
新
た
な
神
経
科
学
技
術
で
は
そ
の
よ
う
な
〝
侵
襲
性
〟
を
認
め
に
く
い
場
合
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
薬
物
投
与
の
侵

襲
性
の
本
質
は
、
化
学
的
な
物
質
が
脳
の
内
部
で
作
用
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
電
気
刺
激
や
磁
気
刺
激
も

神
経
系
に
働
き
か
け
る
以
上
、
侵
襲
性
が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
し
、
個
人
が
、
気
が
付
か
な
い
ほ
ど
の
侵
襲
性
に
留
ま
る
技
術
が
実
装
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
介
入
行
為
の
前
に
個
人
の
同
意

を
要
求
す
る
と
い
う
現
在
の
防
波
堤
が
意
味
を
な
さ
な
い
時
代
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
身
体
的
侵
襲
性
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
個
人
の
意
思
や
同
意
を
決
め
手
に
据
え
るStevens

の
四
段
階
定
式
が
維
持
可
能
か
ど
う
か
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。（

1
）  R

o
n

ald D. R
o

tu
n

da et al., t
Reatise o

n C
o

n
stitu

tio
n

al l
aw: s

u
bstan

Ce an
d P

Ro
Ced

u
Re （5th ed. 2012

） 

§14. 6

（C

）.

（
2
）  

神
経
法
学
と
は
、
神
経
科
学
の
知
見
や
神
経
科
学
技
術
の
実
装
に
よ
り
生
じ
る
諸
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
法
学
の
一
領
域
で
あ
り
、「
法

と
神
経
科
学 

（law
 and neuroscience

）」
と
し
て
総
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
神
経
法
学
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
小
久
保
智
淳
「『
認
知

過
程
の
自
由
』
研
究
序
説
：
神
経
科
学
と
憲
法
学
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
七
―
三
八
四
頁
。

（
3
）  o

w
en D. Jo

n
es et al., l

aw an
d n

eu
Ro

sCien
Ce （2d ed. 2020

）.

（
4
）  

脳
を
画
像
化
し
、
主
に
そ
の
構
造
や
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
脳
測
定
（brain m

onitoring

）」
と
化
学
的
、
電
磁
気
的
、
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物
理
的
に
脳
に
介
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
領
域
で
あ
る
「
脳
操
作
（brain m

anipulation

）」
の
二
つ
の
領
域
に
区
分
す
る
分
析
手
法
が
神

経
法
学
で
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
小
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
三
七
七
―
三
八
四
頁
。Brent G

arland, N
euroscience and the law A

 Report 
in n

eu
Ro

sCien
Ce an

d th
e l

aw: b
Rain, M

in
d, an

d th
e s

Cales o
f Ju

stiCe 3, 6 （Brent G
arland ed., 2004

）; Jo
n

es et al., supra note 
3, at 101 -102.

（
5
）  D

iana Kw
on, Can Zapping the Brain Boost M

em
ory?, th

e s
Cien

tist （M
ay 1, 2020

）, https://w
w
w.the-scientist.com

/notebook/
can-zapping-the-brain-boost-m

em
ory-67474.

（
6
）  

な
お
、
ス
マ
ー
ト
・
ド
ラ
ッ
ク
も
基
本
的
に
は
治
療
薬
を
増
強
目
的
で
使
用
す
る
手
法
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
薬
剤
の
投
与
に
よ
る
脳
操

作
は
古
典
的
な
手
法
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
新
し
い
手
法
と
も
言
え
る
。Arran Frood, U

se of 

“sm
art drugs

” on the rise, n
atu

Re  

（July 5, 2018
）, https://w

w
w.nature.com

/articles/d41586-018-05599-8.

（
7
）  

小
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
三
八
四
頁
。

（
8
）  

同
前
三
八
四
頁
。

（
9
）  

駒
村
圭
吾
「
第
19
条
【
思
想
及
び
良
心
の
自
由
】」
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法
⑵
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
二
―
二
六
四
頁
、

長
谷
部
恭
男
『
憲
法 

第
7
版
』（
新
世
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
九
二
頁
、
小
嶋
和
司
＝
大
石
眞
『
憲
法
概
観
第
7
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
） 

九
四
頁
、
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
Ⅰ 
第
5
版
』〔
中
村
陸
男
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
〇
九
頁
な
ど
。

（
10
）  W

H
O, D
rugs （psychoactive

）, https://w
w
w.w
ho.int/health-topics/drugs-psychoactive# tab= tab_1 （2021/07/02_last visited

）.

（
11
）  

宮
本
聖
也
「
抗
精
神
病
薬
」『
脳
科
学
辞
典
』（
二
〇
二
一
年
）D

O
I: 10.14931/bsd.1004

。

（
12
）  

上
島
国
利
「
向
精
神
薬
の
概
念
」
同
編
『
精
神
科
治
療
薬
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク 

改
訂
7
版
』（
中
外
医
学
社
、
二
〇
一
七
年
）
三
頁
。

（
13
）  

宮
本
・
前
掲
注
（
11
）。

（
14
）  

こ
れ
を
「
ド
ー
パ
ミ
ン
仮
説
」
と
言
う
。
ま
た
、
単
に
ド
ー
パ
ミ
ン
系
の
過
活
動
だ
け
で
な
く
、
脳
の
部
位
に
よ
っ
て
は
低
活
動
も
混
在
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
「
修
正
ド
ー
パ
ミ
ン
仮
説
」
も
登
場
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｅ
・
ハ
イ
マ
ン
＝
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
Ｄ
・

コ
ー
エ
ン
（
夏
堀
龍
暢
訳
）「
思
考
や
意
欲
の
障
害
：
統
合
失
調
症
」
エ
リ
ッ
ク
・
Ｒ
・
カ
ン
デ
ル
ほ
か
編
（
金
澤
一
郎
＝
宮
下
保
司
監
修
）『
カ

ン
デ
ル
神
経
科
学
』（
メ
デ
ィ
カ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
一
三
六
七
―
一
三
七
一
頁
。

（
15
）  

木
内
祐
二
「
主
な
向
精
神
薬
　
Ａ
抗
精
神
病
薬
」
上
島
編
『
精
神
科
治
療
薬
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク 

改
訂
7
版
』（
中
外
医
学
社
、
二
〇
一
七
年
）
二

三
―
三
二
頁
。
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（
16
）  

宮
本
・
前
掲
注
（
11
）。

（
17
）  

以
下
の
副
作
用
に
関
す
る
記
述
は
、
木
内
・
前
掲
注
（
15
）
三
二
―
三
六
頁
よ
り
一
部
抜
粋
し
た
。

（
18
）  

八
木
剛
平
「
抗
精
神
病
薬: antipsychotic drug

」
樋
口
輝
彦
＝
石
郷
岡
純
編
『
向
精
神
薬
の
リ
ス
ク
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
』（
中
山
書
店
、
二

〇
一
一
年
）
六
―
一
六
頁
。
も
っ
と
も
、「
抗
精
神
病
薬
は
、
精
神
科
病
棟
の
病
院
開
放
運
動
・
社
会
復
帰
運
動
と
連
携
し
、
精
神
医
療
の
脱
施

設
化
を
劇
的
に
加
速
し
、
統
合
失
調
症
に
対
す
る
治
療
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
払
拭
す
る
役
割
を
果
た
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
抗

精
神
病
薬
の
も
た
ら
す
不
利
益
の
み
を
い
た
ず
ら
に
強
調
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

（
19
）  W

ashington v. H
arper, 439 U. S. 210 （1990

）.

（
20
）  

ワ
シ
ン
ト
ン
州
矯
正
局
（D

epartm
ent of Corrections

）
の
管
轄
下
に
あ
る
矯
正
施
設
。
な
お
、
Ｓ
Ｏ
Ｃ
は
現
在
Ｓ
Ｏ
Ｕ 

（Special  
O
ffender U

nit
）
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）  

実
際
に
は
そ
の
他
の
薬
剤
も
同
時
に
投
与
さ
れ
て
い
る
が
、
本
判
決
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
と
同
様
に
、
抗
精
神
病
薬
の
強
制
投
与
に
の
み

焦
点
を
当
て
て
判
断
を
加
え
て
い
る
。

（
22
）  

な
お
、「
精
神
障
害
」、「
重
大
な
障
害
」、「
重
大
な
危
害
の
可
能
性
」
と
い
う
各
用
語
詳
細
な
定
義
に
つ
き
、W

ash. W
ash. Rev. Code71. 

05. 020 （1

）-（3

） （1987

）。

（
23
）  H

arper, 439 U. S. at 215. 

（
規
則
そ
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
法
廷
意
見
か
ら
引
用
す
る
）
な
お
現
在
で
は
、
抗

精
神
病
薬
の
強
制
投
与
を
す
る
際
の
手
続
に
つ
い
て
Ｄ
Ｏ
Ｃ （D

epartm
ent of Correction

）
規
則630. 540

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）  Id. at 215 -217.

（
25
）  

な
お
、H

arper

は
一
八
六
六
年
公
民
権
法
（42 U. S. C. 

§1983

）
に
基
づ
い
て
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
当
初
、
州
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
裁

判
で
は
、
憲
法
違
反
に
加
え
て
、
暴
行
（assault

）
そ
し
て
殴
打
（battery

）
及
び
暴
虐
（outrage

）
に
対
す
る
不
法
行
為
の
請
求
を
主
張
し

て
い
た
。

（
26
）  

ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
そ
の
法
廷
意
見
の
中
で
、
明
示
的
に
平
等
条
項
及
び
表
現
の
自
由
条
項
に
か
か
るH

arper

の
主
張
に
つ
い
て
議

論
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。

（
27
）  In re Schuoler, 106 W

n. 2d 500, 506, 723 P. 2d 1103 （1986

）; In re Ingram
, 102 W

n. 2d 827, 836, 689 P. 2d 1363 （1984

）; In 
re Colyer, 99 W

n. 2d 114, 119, 660 P. 2d 738 

（1983

）.

な
お
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、Schuoler

判
決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｔ
（
電
気

け
い
れ
ん
療
法
）
を
拒
む
自
由
を
認
め
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
電
気
け
い
れ
ん
療
法
に
つ
い
て
、
岡
本
長
久
＝
野
田
隆
政
「
電
気
け
い
れ
ん
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療
法
」『
脳
科
学
辞
典
』D

O
I

：10.14931/bsd.4610 （
二
〇
一
七
年
）。

（
28
）  H

arper v. State, 110 W
ash. 2d 873, 876 （W

ash. 1988

）.
（
29
）  Id. at 880 -884.

（
30
）  Brief of Petitioners at i, W

ashington v. H
arper, 439 U. S. 210 （1990

） （N
o. 88 -559

）.
（
31
）  V

itek v. Jones, 445 U. S. 480, 491 -494 

（1980

）; Youngberg v. Rom
eo, 475 U. S. 307, 316 

（1982

）; Parham
 v. J. R., 422 U. S. 

584, 600 -601 （1979

）.

（
32
）  H

arper, 439 U. S. at 221 -222. 

（
33
）  Id. at 222.

（
34
）  Id.

（
35
）  Id. at 222 -223.

（
36
）  H

arper, 110 W
ash. 2d at 880 -881.

（
37
）  H

arper, 439 U. S. at 224.

（
38
）  Id. at 224 -225.

（
39
）  H

udson v. Palm
er, 468 U. S. 517, 526 

（1984

）; Jones v. N
orth California Prisoners

ʼ Labor U
nion, Inc., 433 U. S. 199, 132 

（1977

）; W
olff v. M

cD
onnell, 418 U. S. 539, 561 -562 （1974

）.

（
40
）  H

arper, 439 U. S. at 225 -226.

（
41
）  Id. at 226.

（
42
）  

ア
メ
リ
カ
の
代
理
判
断
に
つ
き
、Alexia M

. Torke et al., Substituted Judgm
ent: The Lim

itations of Autonom
y in Surrogate Decision 

M
aking, 23

（9

） J. G
en. In

teRn. M
ed. 1514, 1514 -1517 （2008

）
を
参
照
。

（
43
）  H
arper, 439 U. S. at 226.

（
44
）  Id. at 226 -227.

（
45
）  Id. at  229.

（
46
）  Schm

erber v. California, 384 U. S. 757, 772 （1966

）.

（
47
）  H

arper, 439 U. S. at 229.
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（
48
）  Id.

（
49
）  Id. at 229 -230.

（
50
）  Id. at 230.

（
51
）  
小
久
保
・
前
掲
注
（
2
）
三
八
四
頁
。

（
52
）  H

arper, 439 U. S. at 232 -234.

（
53
）  Id. at 227.

（
54
）  Id. at 238 （Stevens, J., dissenting

）.

（
55
）  Id. at 237 （Stevens, J., dissenting

）.

（
56
）  Id. at 237 -238 （Stevens, J., dissenting

）.

（
57
）  Id. at 250 （Stevens, J., dissenting

）. 

（
58
）  Id. at 238 （Stevens, J., dissenting

）.

（
59
）  O

lm
stead v. U

nited States, 277 U. S. 438, 478 

（1928

）（Brandeis, J., dissenting

）（「
我
々
の
憲
法
の
起
草
者
は
幸
福
追
求
に
と
っ

て
望
ま
し
い
条
件
を
確
保
す
る
責
任
を
引
き
受
け
た
。
彼
ら
は
人
間
の
精
神
、
感
情
、
そ
し
て
知
性
が
持
つ
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
は

人
生
に
お
け
る
痛
み
、
喜
び
、
そ
し
て
充
実
の
一
部
の
み
が
有
形
物
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
そ
の
信
念
、
思
考
、

感
情
、
そ
し
て
感
性
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人
を
保
護
せ
ん
と
し
た
。
彼
ら
は
、
政
府
に
対
抗
す
る
術
と
し
て
、
権
利
の
中
で
最
も
包
括
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
、
文
明
人
に
よ
っ
て
最
も
尊
重
さ
れ
る
権
利
、
す
な
わ
ち
、
一
人
で
放
っ
て
お
い
て
も
ら
う
権
利
を
授
け
た
の
で
あ
る
。」）.

（
60
）  Stanley v. G
eorgia, 394 U. S. 557, 565 

（1969
）（「
我
々
の
憲
法
上
の
伝
統
全
体
が
政
府
に
対
し
て
個
人
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権

力
を
与
え
る
と
い
う
考
え
に
反
発
し
て
い
る
」）.

（
61
）  H

arper, 439 U. S. at 237 -238 （Stevens, J., dissenting
）.

（
62
）  Id. at 239 （Stevens, J., dissenting

）.

（
63
）  Id. at 240, footnote 8 （Stevens, J., dissenting

）.

（
64
）  H

arper

に
対
す
る
聴
聞
会
の
記
録
に
は
、「
彼
が
薬
を
飲
む
の
で
あ
れ
ば
死
ん
だ
ほ
う
が
マ
シ
で
あ
る
と
発
言
し
た
」
こ
と
（
“Inm

ate 
H
arper stated he w

ould rather die th

﹇a

﹈n take m
edication.

”） 

等
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
はStevens

の
引
用
し
たH

arper

の
言

葉
を
原
語
で
抜
き
出
し
て
お
く
。
“Well all you w

ant to do is m
edicate m

e and you

ʼve been m
edicating m

e. 

… H
aldol paral﹇y

﹈ zed 
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m
y right side of m

y body 

…  

﹇Y

﹈ou are burning m
e out of m

y life 

…  

﹇Y

﹈ou are burning m
e out of m

y freedom

”. Id. at 239, 
footnote 4 （Stevens, J., dissenting

）.
（
65
）  Id. at 239 -240 （Stevens, J., dissenting

）.
（
66
）  In re G

uardianship of Roe, 383 M
ass. 415 （1981

）.
（
67
）  Rogers v. O

kin, 478 F. Supp. 1342, 1360 （D. M
ass. 1979

）.

（
68
）  In re G

uardianship of Roe, 383 M
ass. at 436.

（
69
）  Id. at 437.

（
70
）  Id.

（
71
）  Id.

（
72
）  H

arper, 439 U. S. at 240 -241 （Stevens, J., dissenting

）.

（
73
）  Stevens

は
反
対
意
見
の
結
論
部
分
に
付
し
た
脚
注
に
お
い
て
、
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
護
も
及
ぼ
さ
れ
得
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
も
彼
が
精
神
的
侵
害
に
対
し
て
特
別
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
抗
精
神
病
薬
の
侵
襲
性
が
高
い
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。Id. at 258 （footnote 32
） （Stevens, J., dissenting

）.

（
74
）  Id. at 241 （Stevens, J., dissenting
）.

（
75
）  Id. at 249 （Stevens, J., dissenting

）.

（
76
）  Id. （Stevens, J., dissenting

）.

（
77
）  Id. at 243 -246 （Stevens, J., dissenting

）.

（
78
）  Id. at 249 -250 （Stevens, J., dissenting

）.

（
79
）  Id. at 251 -252 （Stevens, J., dissenting

）.

（
80
）  Id. at 253 -254 （Stevens, J., dissenting

）.

（
81
）  Id. at 257 （Stevens, J., dissenting

）.

（
82
）  Id. at 239 （Stevens, J., dissenting

）.

（
83
）  Id. at 229.

（
84
）  Brief for the Am

erican Psychological Association as Am
icus Curiae Supporting Respondent, W

ashington v. H
arper, 439 U. S. 
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210 （1990

） （N
o. 88 -559

）.

（
85
）  Brief for the A

m
erican Psychiatric A

ssociation &
 the W

ashington State Psychiatric A
ssociation as A

m
ici Curiae at 2,  

W
ashington v. H

arper, 439 U. S. 210 （1990

） （N
o. 88 -559

）.
（
86
）  
な
お
、Stevens

は
そ
の
反
対
意
見
の
中
で
、
薬
物
の
投
与
の
目
的
に
お
い
て
「
治
療
」
と
い
う
目
的
と
「
受
刑
者
の
収
容
・
管
理
」
と
い
う

目
的
を
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
法
廷
意
見
と
の
間
に
あ
る
温
度
差
は
こ
の
よ
う
な
点
か

ら
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。H

arper, 439 U. S. at 241 -250 （Stevens, J., dissenting

）.

（
87
）  Riggins v. N

evada, 504 U. S. 127 （1992

）.

（
88
）  Sell v. U

nited States, 539 U. S. 166, 179 （2003

）.

（
89
）  Riggins v. State, 808 P. 2d 535

（N
ev. 1991

）.

（
90
）  Riggins, 504 U. S. at 132 -133.

（
91
）  Id. at 133 -134.

（
92
）  Id. at 135 -136.

（
93
）  Id. at 137.

（
94
）  Id.

（
95
）  Brief for Am

erican Psychiatric Association as Am
icus Curiae at 10 -11, Riggins v. N

evada, 504 U. S. 127 

（1992

） （N
o. 90 -

8466

）.

（
96
）  Riggins, 504 U. S. at 138 （Kennedy, J., concurring

）.

（
97
）  Id. at 143 -144 （Kennedy, J., concurring

）.

（
98
）  Id. at 144 （Kennedy, J., concurring

）.

（
99
）  Brief for N

ational Association of Crim
inal D

efense Law
yers as Am

icus Curiae at 42, Riggins v. N
evada, 504 U. S. 127 （1992

）

 

（N
o. 90 -8466

）.

（
100
）  Riggins, 504 U. S. at 145 （Kennedy, J., concurring

）.

（
101
）  Id. （Kennedy, J., concurring

）.

（
102
）  Id.
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（
103
）  Sell, 539 U. S. at 179, 181.

（
104
）  Id. at 179.

（
105
）  Stevens

判
事
の
〝
沈
黙
〟
の
理
由
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
以
下
の
二
点
を
差
し
当
た
り
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、Riggins

判

決
で
は
手
続
上
の
問
題
を
指
摘
す
れ
ば
事
案
の
解
決
が
可
能
で
あ
り
、
自
由
の
内
実
に
つ
い
て
議
論
す
る
ま
で
も
な
い
と
判
断
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、Riggins

判
決
は
原
審
を
破
棄
し
差
し
戻
し
た
が
、H

arper

判
決
は
合
憲
判
決
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
何
ら
意
見
を
付
さ
な
け
れ

ば
、「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
に
対
す
る
指
摘
が
な
い
ま
ま
に
先
例
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
も
関
係
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
に
、

両
判
決
の
事
案
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。H

arper

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
投
与
の
目
的
は
「
精
神
病
的
な
思
考
（psychotic thinking

）
の
水

準
を
抑
制
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、Stevens

に
と
っ
て
必
然
的
に
〝
心
の
変
化
〟
が
中
心
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
他
方
でRiggins

判
決

は
、Kennedy
補
足
意
見
が
死
刑
判
決
手
続
に
お
い
て
は
「
性
格
と
反
省
に
つ
い
て
の
評
価
が
非
常
に
重
要
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た

よ
う
に
、
間
主
観
的
な
精
神
状
態
が
問
題
の
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
「
心
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
が
直
接
は
主
題
化
さ
れ
な
い

とStevens

が
考
え
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
106
）  Infra. note 122 at 1.

（
107
）  H

arper, 439 U. S. at 229.

（
108
）  Rogers v. O

kin, 478 F. Supp. 1342, 1360 （D. M
ass. 1979

）.

（
109
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